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平成20年第４回太子町議会定例会（第414回町議会）会議録（第３日） 

平成20年９月11日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程 

１ 諸般の報告 

２ 議案第40号 平成20年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第２号） 

３ 議案第41号 平成20年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

４ 議案第42号 平成20年度兵庫県太子町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

５ 議案第43号 平成20年度兵庫県太子町老人保健特別会計補正予算（第１号） 

６ 議案第44号 平成20年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

７ 議案第45号 平成20年度兵庫県太子町墓園事業特別会計補正予算（第１号） 

８ 議案第46号 平成20年度兵庫県太子町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

９ 議案第47号 平成20年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計補正予算（第１号） 

10 議案第48号 平成20年度兵庫県太子町水道事業会計補正予算（第１号） 

11 議案第49号 糸井・矢田部地内客土工事委託契約の締結について 

12 議案第50号 地方自治法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

13 議案第51号 太子町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

14 議案第52号 太子町ふるさと応援寄付条例の制定について 

15 認定第１号 平成19年度兵庫県太子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

16 認定第２号 平成19年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

17 認定第３号 平成19年度兵庫県太子町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

18 認定第４号 平成19年度兵庫県太子町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 

19 認定第５号 平成19年度兵庫県太子町墓園事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

20 認定第６号 平成19年度兵庫県太子町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

21 認定第７号 平成19年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

22 認定第８号 平成19年度兵庫県太子町水道事業会計決算の認定について 

        （総括質疑） 

                本日の会議に付した事件 

１ 諸般の報告 

２ 議案第40号 平成20年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第２号） 

３ 議案第41号 平成20年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

４ 議案第42号 平成20年度兵庫県太子町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

５ 議案第43号 平成20年度兵庫県太子町老人保健特別会計補正予算（第１号） 

６ 議案第44号 平成20年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

７ 議案第45号 平成20年度兵庫県太子町墓園事業特別会計補正予算（第１号） 

８ 議案第46号 平成20年度兵庫県太子町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

９ 議案第47号 平成20年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計補正予算（第１号） 

10 議案第48号 平成20年度兵庫県太子町水道事業会計補正予算（第１号） 

11 議案第49号 糸井・矢田部地内客土工事委託契約の締結について 

12 議案第50号 地方自治法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

13 議案第51号 太子町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

14 議案第52号 太子町ふるさと応援寄付条例の制定について 
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15 認定第１号 平成19年度兵庫県太子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

16 認定第２号 平成19年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

17 認定第３号 平成19年度兵庫県太子町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

18 認定第４号 平成19年度兵庫県太子町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 

19 認定第５号 平成19年度兵庫県太子町墓園事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

20 認定第６号 平成19年度兵庫県太子町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

21 認定第７号 平成19年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

22 認定第８号 平成19年度兵庫県太子町水道事業会計決算の認定について 

        （総括質疑） 

会議に出席した議員        

  １番   井 川 芳 昭         ２番   清 原 良 典 

  ３番   中 島 貞 次         ４番   服 部 千 秋 

  ５番   長谷川 原 司         ６番   井 村 淳 子 

  ７番   中 井 政 喜         ８番   嶋 澤 達 也 

  ９番   花 畑 奈知子        １０番   佐 野 芳 彦 

 １１番   熊 谷 直 行        １２番   上 田 富 夫 

 １３番   村 田 興 亞        １４番   桜 井 公 晴 

 １５番   橋 本 恭 子        １６番   北 川 嘉 明 

会議に欠席した議員 

   な   し 

会議に出席した事務局職員 

 局     長  山 本 修 三     書     記  木 村 和 義 

 書     記  肥 塚   馨  

説明のため出席した者の職氏名 

 町     長  首 藤 正 弘     副  町  長  八 幡 儀 則 

 教  育  長  圓 尾 哲 一     総 務 部 長  佐々木 正 人 

 生活福祉部長  丸 尾   満     経済建設部長  冨 岡 慎 一 

 教 育 次 長  塚 原 二 良     財 政 課 長  香 田 大 然 

 監 査 委 員  森 川   勝 

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前９時59分） 

○議長（北川嘉明） 平成20年第４回太子町

議会定例会第３日目におそろいでご出席いた

だきありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は15名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成20年第

４回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手許に配りましたと

おりです。 

 この際、暫時休憩します。 

（休憩 午前10時00分） 

（再開 午前10時10分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 諸般の報告 

○議長（北川嘉明） 日程第１、諸般の報告

を行います。 

 行政報告を求めます。 

 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 行政報告をさせてい

ただきます。 
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 今期定例会の初日に報告第４号におきまし

て、健全化判断比率及び資金不足比率の報告

をさせていただきましたが、その数値に変更

が生じました。変更になった原因でございま

すが、総務省の見解によりまして、実質公債

費比率と将来負担比率の算定におきまして

は、各自治体の特別会計ごとに算定する旨の

連絡が９月５日に県を通じて入りました。 

 平成17年度決算から導入されております実

質公債費比率は、当初から地方財政状況調

査、決算統計に基づいて、下水道特別会計と

前処理場事業特別会計を合算した形で算定

し、それに水道事業会計分を加えて、公営企

業会計に係る地方債の償還の財源に充てたと

認められる繰入金としておりました。 

 今般、総務省見解によりまして、下水道事

業特別会計、前処理場事業特別会計、それぞ

れ分けて算出することとなりました。その計

算過程で案分の計算式があることから、算出

数値は単なる分割したものではなく合計数値

が下がることになりました。この影響から実

質公債費比率は17.1％から16.9％へ変更とな

り、また将来負担比率算定においても、この

準元利償還金算入額と実際のその会計におけ

る元利償還金との繰入割合を用いて将来の負

担額を算出することとなっておりますので、

将来負担比率も153.2％から144.8％へ変更に

なったものでございます。 

 この変更のもととなる算定シートは、９月

８日に県を経由いたしまして総務省へ提出い

たしました。報告数値に変更が生じましたの

で、本会議の場で改めまして報告をさせてい

ただくものでございます。 

 詳細につきましては、財政課長より説明を

させていただきますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

○議長（北川嘉明） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） 失礼します。 

 本日、参考資料としてお手許のほうに配付

をさせていただいております。それをもとに

ご説明を申し上げます。 

 数字の世界のことでございまして、非常に

難解ではございますけれども、精いっぱいの

説明をさせていただきたいと思います。 

 ではまず、資料１ページの③という総括表

をごらんください。 

 実質公債費比率の状況の表中、最上段の③

の公営企業に要する経費の財源とする地方債

の償還に充てたと認められる繰入金の数値が

平成17年度から平成19年度の３カ年にわたっ

て変更が生じました。どの年度も数値が若干

下がったことで、右下に掲載しております算

式がございますが、それに基づいて計算をす

れば分子が小さくなることから、実質公債費

比率は従前の17.1％から16.9％へ変更になり

ました。 

 続きまして、２ページ目をお願いいたしま

す。 

 ２ページには、広義の公営企業会計を列挙

いたしておりますが、本町で地方債を発行し

ております事業会計は、水道事業会計、下水

道事業会計、前処理場事業会計の３つで、そ

の個々の会計の17年度から19年度の各年度に

償還した地方債の元利償還金のうち一般会計

が負担したと認められる額が計上をされてお

ります。 

 このそれぞれの合計額がもう一度戻ってい

ただきまして、１ページ目の先ほど申しまし

た上段の③に入る数字でございます。 

 では、なぜ下水道事業特別会計と前処理場

事業特別会計を合算していたものを各特別会

計に分離しただけで数値が大きく変更になっ

たのかについてご説明を申し上げます。 

 その具体的な変更要因となる数値は、お手

許の資料の６ページの参考資料３②Ｅ表のう

ち、真ん中の段の一番右側にＺと表示されて

おります準元利償還金算入額の変更によるも

のでございます。 

 では、変更前、変更後の準元利償還金算入

額の計算過程を見ていきたいと思います。ま

た、戻りますが、３ページをごらんくださ

い。 

 それぞれ左の上のほうに①とございます

が、①は変更後の２会計に分けた場合、②は
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変更前の１会計にまとめた場合となっており

ますが、それぞれ計算してみますと、この算

出の違いは丸囲みされておりますＡの丸囲み

の分、それからＢの丸囲みの分の違いという

ことになります。 

 それで、このＡとＢに焦点を当てて考えて

みますと、それぞれ６つの数値で構成されて

おります。丸囲みの次のＡとＢを比較してい

ただきたいのですが、４ページをお願いいた

します。 

 ４ページで、ＡとＢに焦点を当てて考えて

みますとそれぞれ６つの同じ数値で構成され

ておりまして、丸囲みの次のＡとＢを比較し

ていただきたいのですが、Ａを基準に申し上

げますと、１つ目が上の左のほうでございま

すけども、１億2,063万4,000円、右へ行きま

して２億3,252万7,000円、右へ行きまして

9,913万8,000円、右へ行きまして1,483万

8,000円、左下へ行きまして５億4,679万

6,000円、右行きまして１億1,164万3,000円

と、以上の６つの数値で構成されておりま

す。ただ、ここで見てみますと、計算式のみ

が異なっていることが分かります。 

 つまり、数値自体は個々に同じ数値を使っ

ておりましても、会計を分けることにより計

算式が異なってまいりますので、結果として

算出額が変わるものとご理解をいただきたい

と思います。 

 なお、５ページ目には同一の数値を異なる

計算式で計算した場合、算出額は異なるとい

う論理的説明を添付しておりますので、ご参

照ください。 

 以上のことから、両会計の数値を分離した

ことによって算出数値が違ってくることはご

理解いただけたと思いますが、次の６ページ

から、６、７、８ページにかけて、実際の変

更前と分離した変更後の３②Ｅ表、これは平

成19年度分でございますが、それをつけてお

りますが、それぞれの数値の意味合いを簡単

にご説明いたします。 

 まず、左上のＸという表示がございます

が、Ｘは一般会計からの繰出金でございま

す。その隣、Ｂには、特別会計に配置されて

おります職員の児童手当、また雨水処理の維

持管理費を計上いたしております。 

 右へ行きまして、Ａには下水道事業におけ

る雨水処理等の経費のうち、資本費に相当す

る額を計上しております。 

 ＢとＡの金額については、本来は一般会計

が負担すべき性格の経費ということになりま

す。 

 その右へ行きまして、以上のことから、Ｃ

の①は下水道事業と前処理場事業へ繰り出し

た実質的な事業繰出金ということになりま

す。 

 真ん中の段へ行っていただきまして、Ｙは

元利償還金に対する繰出基準額で、両事業会

計で発行した地方債の償還に対して、平成

19年度の普通交付税で措置がなされている金

額のことでございます。 

 普通交付税によって一般会計が歳入してい

るわけですので、この金額は一般会計が特別

会計へ繰り出すべき基準額ということが言え

ます。 

 右へ行っていただきまして、Ｃの②は、こ

の繰出基準額からＡ、つまり下水道事業にお

ける雨水処理等の経費のうち、資本費に相当

する金額を差し引いたもので、ここでも一般

会計が行うべき雨水対策資本費を差し引くこ

とで、Ｃの①との整合性を図った数値でござ

います。 

 下の案分率計算用のＥの数値は、会計の総

支出額です。両特別会計の歳出決算額とは一

致しませんが、ここでは平準化債発行額や繰

上償還額、普通会計への振りかえを行った合

併浄化槽に係る経費について控除しているた

めでございます。 

 その右隣ですが、Ｆは建設改良費、その右

でございますが、Ｇは元利償還金でございま

す。ここでも平準化債発行額と繰上償還額は

控除しております。 

 Ｂ’はＢの内数でございます。 

 次に、将来負担比率が変更になった原因で

ございますが、９ページをごらんください。 
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 この総括表④、将来負担比率の状況におい

て変更が生じましたのは、一番上の段、左か

ら３番目の公営企業債等繰入見込額のみでご

ざいます。 

 次の10ページとその次11ページに変更前資

料をつけておりまして、さらに後ろの12ペー

ジにも……、ごめんなさい、10ページと11ペ

ージは変更前資料、そして後ろの12ページと

13ページには変更後の資料をつけさせていた

だいております。 

 まず、11ページをごらんください。 

 ここに記入しております一番下の特別会計

名のところでございますが、一番下の下水道

事業・前処理場事業特別会計を分離しなさい

というのが総務省の見解でございまして、こ

の準元利償還金(1)に入っている19年度数値

は、ちょっとまた戻りますが、資料６ページ

のＺの数値でございます。それを両会計に分

離したものを13ページにつけております。こ

こでも、資料７ページ、８ページで算定しま

したＺの数値を使用しております。その関係

から、４の②表中の会計を分離するだけでは

なく、実質公債費の算定シートにまで影響が

及ぶこととなりました。 

 引き続き、13ページでご説明をいたします

が、準元利償還金(1)でございますが、これ

は一般会計が負担したその特別会計の公債費

という意味合いで、元利償還金(2)には、各

特別会計の公債費決算額が入っております。

ただし、ここでも繰上償還分と平準化債発行

額は控除してございます。 

 右へ行きまして、３列目の繰入割合は、

(1)割る(2)ということで、元利償還金のうち

幾らの割合で一般会計が負担しているのかと

いった率であり、直近３カ年平均数値を計算

式に使用することとなっております。 

 この率を単純に元金償還金、これ利子分を

除きますが、元金償還金に乗じて出た数値を

準元金償還金として、12ページの４②表の最

初の列、準元金償還金に計上し、元金償還金

で割った数値が３列目に続くようになりま

す。当然、13ページでの割合と同率になりま

すが、その３カ年平均値を起債残高に乗じて

将来負担額としております。 

 ここでは、算定に用いる額、右へ行ってい

ただきまして(5)でございますが、(5)で出た

数値とその右の繰出基準額(6)、これは平成

20年度以降に普通交付税で措置されるべき額

でございますが、それの大きいほうの数値と

他会計への貸付金(7)、(7)は０でございます

が、(7)を足したものが将来負担額となると

いうことになります。 

 それで、また10ページに戻っていただきた

いんですが、10ページに記載しております一

番下の行、下水道事業・前処理場事業特別会

計の３カ年平均数値、0.764が12ページにご

ざいます下２行の下水道特会が0.738、前処

理場特会が0.916へと変更したことによりま

して、起債残高の大部分を占める下水道特会

の比率が減少したことから、将来負担額は約

４億3,500万円減少し、そのことは９ページ

上段３列目の公営企業債等繰入見込額の減少

ということで、将来負担比率も153.2％から

144.8％へと、8.4ポイント下がるという変更

になっております。 

 表がいずれにしましてもこういう表でござ

います。非常に見にくいことは申しわけない

と思いますけども、以上をもって精いっぱい

の詳細説明とさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（北川嘉明） これで、諸般の報告を

終わります。 

 ここで暫時休憩します。 

（休憩 午前10時31分） 

（再開 午前10時36分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第４０号 平成２０年度 

       兵庫県太子町一般会計補正予 

       算（第２号） 

○議長（北川嘉明） 日程第２、議案第40号

平成20年度兵庫県太子町一般会計補正予算

（第２号）を議題とします。 
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 本案については、８月28日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 長谷川原司議員。 

○長谷川原司議員 教育費で龍田小学校校舎

耐震補強工事実施設計委託料の件についてお

聞きします。 

 このＩｓ値が0.3以下ということで、倒

壊、または崩壊する危険性が高いということ

でこの補強工事実施するということなんです

けれども、この龍田小学校をいつ耐震検査を

して、数値は幾らなのか、それとあわせて斑

鳩小体育館及び役場、町民体育館、中央公民

館のこの0.3以下の数値というのを説明願い

ます。 

 それとまた、管理は教育委員会がしておる

と思うんですけれども、もし考えたらちょっ

と怖いんですけれども、地震が起きた場合、

児童・生徒がけがをした場合、教育委員会で

責任をとるのか、そういう話し合いはできて

いるのかをお尋ねします。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 龍田小学校校舎の

耐震補強工事実施設計委託料についてのお尋

ねでございます。 

 学校関係につきましては、たしか平成８年

ごろだったと思うんですけれども、この耐震

診断をいたしております。そして、今お尋ね

の龍田小学校の校舎、これ西棟ですけれど、

これにつきましては、Ｉｓ値が0.18というこ

とでございます。それと斑鳩小学校の屋内運

動場――体育館ですね――これにつきまして

は、0.137ということでございます。それと

体育館、体育館につきましては、19年度で耐

震診断を行ったんですけども、0.09というこ

とでございまして、公民館につきましては、

19年度で耐震を行うということで、診断を行

う予定で今おります。 

 ですから、今国のほうで0.3以下の補強に

ついては補助率のアップということでござい

ますので、この龍田小学校につきましては、

その棟だけじゃなしに、全体的に補強工事を

やっていこう、それとあわせて耐震診断のそ

れが平成８年ということもございますので、

再度耐震診断をして、その中でどうやってい

くかということを、今考えておりますのは、

龍田小学校の耐震は全体的に補強を行うとい

うことで実施設計等の委託を組んでおりま

す。 

 それと、0.3以下になったらどこが責任と

いうことですけど、これは町全体で、太子町

ということになろうかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） 役場の耐震、耐力度の

測定検査ですが、これはもう建物が相当古う

ございますので、もう耐震診断、これはする

までもないというところでございますので、

やっておりません。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 熊谷直行議員。 

○熊谷直行議員 ２点、質問させていただき

ます。 

 副町長からの詳細説明があって、非常にち

ょっと説明早かって聞き取りにくくて繰り返

した質問になるかも分かりませんけども、お

許しいただきたいと思います。 

 31ページの衛生費のところで、負担金補助

及び交付金のところで、揖龍保健衛生施設事

務組合負担金減額ということで、4,773万

5,000円となっておりますが、ここの説明

で、職員の異動等によるというふうになって

おります。 

 実は、６月議会で、揖龍保健衛生施設事務

組合の規約の変更についてということがあり

まして、要するに事務所の統合ということ

で、組織を効率よくするということだったん

ですが、そのとき私も質問させていただきま

して、効率的な組織にすれば人員がどれぐら

い減るのかなというふうに質問いたしまし

た。そのとき、丸尾部長からは、人は減りま
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せんということだったんですが、再度質問し

まして、やっぱり効率よくなれば当然人は減

るんではないかなということで、町長に再質

問求めたところ、検討しますというお返事が

いただけました。今回もこの異動等によって

額が減ってるというのは、これちょっとどう

いう関連があるのかどうかということについ

て説明をいただきたいと思います。 

 それから、39ページ、教育費のところで工

事請負費で、斑鳩学童保育園のプレハブ設置

工事費ということで上がっておりますが、現

在斑鳩小学校の学童保育は、５月末現在で

44名というふうに聞いております。今度、新

しく設置工事をするということは、今後、要

するに増えるという見通しなのか、これにつ

いていきさつといいますか、これについての

説明をいただきたいと思います。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） １点目の衛生

費の関係でございますが、今回の補正につき

ましては、本町の当初予算の編成時期と組合

のほうの編成時期が一致しませんでしたもの

で、その組合のほうの当初予算の額に合わす

という内容のものでございます。したがいま

して、今熊谷議員さんがおっしゃいました職

員異動は若干の数字的には中身にあろうと思

いますが、ほとんど誤差といいますか、それ

が要因ということではないと思います。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 教育費の工事請負

費、斑鳩学童保育園のプレハブ設置工事の件

でございます。 

 これにつきましては、20年４月１日に３年

生の児童の１名が転入があったということ

で、２クラスから３クラスに35人学級の関係

でなりました。それで、１クラス増となって

おります。さらに、21年度のこの普通教室の

見込みが現在15の教室ございますんですけど

も、それから１教室増になるという見込みを

立てております。 

 これは、いわゆる転用教室がもう学童の保

育室しかないと、そこを普通教室用に変える

と、ですから学童に、言葉悪いですけども、

出ていくと、そこでプレハブが必要になると

いうことになります。そういうことでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 熊谷直行議員。 

○熊谷直行議員 先ほどの揖龍保健衛生施設

事務組合の件ですが、この事務所移転の実施

は10月１日からというふうになっていると思

いますが、先ほど丸尾部長の説明では、職員

の変動はないというふうな説明だったと思う

んですが、町長はこれから検討されますとい

うふうに答弁あったんです。以前ですね、６

月。これ検討されたんでしょうか、されなか

ったんでしょうか、それについて答弁求めま

す。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） ご承知のとおり、揖龍

衛生の事務関係、揖龍広域センターでやって

おりました。そして、その事務所をエコロと

離れておりますので、それをやはり一本化し

たほうが事務的な面で有利であろうというよ

うなことと、それからまた現場との兼ね合

い、現場との連携、そうしたものが緻密に図

れるというようなところで、人をどうこうす

るんではなくして、今の揖龍広域センターの

事務所を統合さそうと、そして電話なりコピ

ーなり、そうしたものの削減を図っていこう

ということで、本年度の10月からの変更にな

っておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 耐震のことでお伺いするん

ですけれども、龍田小学校をやると、太田小

学校については耐震はどういうふうな調査結

果が出とって、それをどういうふうな補強な

り改築なりをするのか、計画があればお聞き
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したいと。 

 それから、龍田小学校は今現在かなり教室

が余っとると思うんですけども、その状況は

どういう状況になっておりますか。将来的に

生徒数が増えるのか、増えないのか、見込み

についてもお尋ねいたします。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 耐震化の計画につ

いてお尋ねでございます。 

 まず、先ほども答弁をさせていただいたわ

けでございますけども、龍田小学校、西棟だ

け0.3以下ということになりますと、今補助

金のかさ上げが２分の１から３分の２になっ

ております。これはＩｓ値が0.3以下の建物

について３分の２の補助を出そうということ

でございまして、ほかの棟については0.3以

上ありますので、通常の２分の１という格好

になります。ですから、これはそのかさ上げ

部分がそういうことになっとんですけども、

龍田小学校のその部分だけ補強というわけに

いきませんので、全体を再調査をあわせて行

い、今年度で補正で実施設計、それで21年度

では補強工事を、龍田小学校をやろうという

考えでございます。 

 それと、次にはまだ決定ではございません

けども、斑鳩小学校の部分もございますの

で、それは体育館が0.3以下でございます。

しかしながら、補強については３分の２をや

ろうと、しかし改築となっては従来どおりと

いうことになりますので、ちょっとそこら辺

がどれを優先的にやっていくかという問題、

また斑鳩小学校全体に補強をどうやっていく

かというところは、まだ決定はいたしており

ません。それとあわせて、太田小学校の件も

ございますので、それについては、太子町全

体的には補強を考えていくと、その中で補強

できるか、または今体育館のように、もう面

積も少ない、これは改築しかないというとこ

ろについては改築にならざるを得ないだろう

というふうに考えております。 

 それと、龍田小学校の関係でございます

が、これはクラス、ご存じのように、１クラ

スずつ、将来的にもそれが２に、今私どもの

考えておりますのは２クラスになるというと

ころではないというふうに思います。今現

在、空き教室は２クラスがあいているという

状況でございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 聞いておることだけでええ

さかい、僕は斑鳩のことなんか聞いてないん

やから。だから、ただし、聞いたことについ

てはもうちょっと的確に答えてほしい。 

 龍田小学校は、だから僕が聞いたのは、教

室が幾らあって、今何ぼ使うとんのやと、だ

から空き教室は何ぼやと、こういう説明をし

てほしいわけなんや。教室の使い方もあいと

るから図書室でも何でも使うとけという使い

方と、教室は教室で使うと、あいとるから使

うんじゃなしに、それはあいとるというよう

な判断をしたらええわけやから、そういう僕

は答弁していただきたいと思うんです。 

 というのは、あっこ龍田小学校は３階建て

やと思うんです。ひょっとしたら２階しか要

らんのんと違うか思うんよ。なら３階はぶっ

た切ってもろうたら改築せえでもえん違う

か。３階やから耐震に問題あるけど、あれ２

階にしたら全然問題ないん違うかということ

も考えられるわけです。だから、教室の数に

ついてお尋ねしとるわけなんで、むやみやた

らに僕は物を聞いとんと違うんで、だからそ

の辺は正確に答えていただいて後の工事をど

うするかという、そういう判断にしたいから

尋ねとんで。 

 それと、僕はどう考えても龍田小学校と太

田小学校と比べたら太田小学校のほうがやば

いと思うんやけども、そんなことないですか

な。だから、何で龍田小学校からやるんかよ

う分からんのんやけども、危ないところから

手をつけるというのが世間これ常識なんやけ

ども、何で龍田から手つけるんか意味よう分

からんのですけど、その辺改めて説明をして

いただきたいと思います。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 
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○教育次長（塚原二良） 再度お尋ねでござ

いますけども、龍田小学校、西棟、いわゆる

特別教室があるんですけども、そこについて

は0.189ということで非常に悪いと、そこだ

け補強してあとどうかという問題がございま

すんで、当然補強を順次していきたいという

考えが基本的にはございますので、あわせて

全体的に補強していこうということでござい

ます。 

 それと、太田小学校がどうやというお話で

すけども、これにつきましては、太田小学校

の南が0.5、北側が0.52ということで、小学

校の中ではまだいいほうだというふうに考え

ております。 

○議長（北川嘉明） 教室分かる、教室何ぼ

あって、何ぼあるか。静かにしてください。 

 教育長、教室の数。 

（教育次長塚原二良「それは教育長、

分からんな」の声あり） 

 教室の数、分からん。ならまた後で。 

○教育次長（塚原二良） 教室の空き教室は

２教室ということで、あと全体的に何教室と

いうのはちょっと手許に資料持ってませんの

で、またお知らせしたいと思います。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 この場では余りやりません

けども、龍田小学校は0.1何ぼに切れるんで

すか。で、太田小学校が0.5、よう分からん

のですけども、それはまた私勉強しますけど

も、そんなに龍田小学校が建ってから間がな

いんですけど、そんなに悪いですかな。どこ

が一番悪い、西ですか。西ということは建て

増ししたほうですか。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） 今、教育次長が申し上

げましたとおりでございまして、太田小学校

については0.5以上ございます。そうした中

で、今お尋ねの龍田小学校は西棟が0.189、

それから中ほどのところが0.33というところ

になっておりますが、やはりこれは弱いとこ

ろを補強しますと、次の部分にまた１棟のも

んでございますんで、連鎖する可能性もござ

います。 

 私自身も先ほど補助率の問題で２分の１か

ら３分の２になるという説明がなされたとこ

ろでございますが、そうしたら龍田小学校で

１棟のものが、この部分は３分の２、この部

分は２分の１ですよというようなことになり

ますので、全体的に補強する必要があるんで

はないかと、また補助についてもそれはしっ

かりと３分の２にいけるようにお願いしたい

という要望はいたしておりますが、先ほど申

し上げましたように、西棟部分が一番低うご

ざいますので、そこだけをやりますとまた次

の中央、それから東、あれは３カ年ほどでや

っておりますので、そうした耐震診断の結果

のばらつきがございますので、１棟同じよう

に考えてほしいというところで今お願いをい

たしております。結果は先ほど説明しました

ように、西棟が一番弱うございます。そうし

た面での取り組みでございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ちょっと客土工事につい

て、これ債務負担で２カ年ということで、３

億5,141万6,000円ということなんですが、こ

の歳入で農林水産負担金として説明は補助率

100と、ただなぜ私は補助率なのかというの

は理解ができにくいんです。あれは、いわゆ

る原因者負担ということで、負担率という形

ではっきりさせるべきではないのか、その点

説明求めます。 

 それから、これまでの説明ではちょっと分

かりにくかった点で歳出との絡みもあるんで

すが、市町ボランタリーの活動事業補助の

150万円マイナス、それからいきいき学校応

援、それからふるさと文化いきいき教室、そ

れぞれ30万円余りの減額ということになって

おりますこと、それから総務費の委託金関係

で、大気汚染常時監視のこれらはなぜ減額に



－92－ 

なるかっていうこの予定のものと、さらに大

気汚染の関係では常時監視網がより確立され

る必要がありますのに減額ということになっ

ているわけですが、そのことについてと。 

 それから、土木費の委託金では、住生活総

合調査で金額的には７万円で、歳出で調査員

賃金と消耗品4,000円ということなんです

が、住生活総合調査というのは具体的なその

調査の内容等について説明を求めます。 

 それから、やはり減額の理由、増額の理

由、それぞれ参考資料でもただ数字、説明欄

の重複したような形になっておりますので伺

うんですが、小学校の国際理解推進モデル事

業の減額10万円、それから財政調整基金の繰

入金で、当初からある程度財政調整基金を取

りつぶすという形で財政が厳しいと言ってき

ているわけでありますが、今回の補正では入

出の予算調整ということでありますけれど

も、私はどうしても政策的、意図的、恣意的

ではないかと、こういうふうに思うんです

が、その点について。 

 それから、あわせて同じことが言えるんで

すが、繰越金が２億600万円余りでありまし

て、これらを整理いたしますと、さらにはそ

れが歳出の財政調整積立金に一部1,000万円

あるわけですね。これらを総合的に見てみま

すと財政が厳しいということで住民要求を抑

えて、例えば国保への5,000万円を繰り入れ

るという約束をほごにしていたりします。そ

れから、厳しさの強調は、やはり先ほど言い

ましたように政策的、意図的、恣意的ではな

いかというのは、金をためるための住民への

おどしとも受け取れると思います。そういう

点から説明を求めたいと思います。 

 それから、雑入で、これは職員の交代で

82万円の戻入になっとんだと思うんですが、

それでよろしんかいね。それも説明求めま

す。 

 それから、歳出の21ページ、管理用備品、

今ここに10万円とはどういうことなのかとい

うこと。 

 それから、23ページの電子計算機費のシス

テムサービス、住民税の公的年金徴収システ

ムということで231万9,000円の増額補正にな

っておりますね。 

 それから、25ページの地方税の電子化協議

会、これが必要なんかどうなのか、の負担で

すね。 

 それから、社会福祉協議会の補助金の増の

根拠についても説明を求めます。 

 それから、29ページ、多子世帯の保育料軽

減、増額90万円、これの具体の内容について

も説明をしてください。 

 先ほどの雑入との絡みがあるんかもしれま

せんが、揖龍の保健衛生施設事務組合の負担

金、火葬場分で減額の57万6,000円、これ給

与関係だけだと、先ほど言いましたように

82万円なんですが、ここは57万6,000円とい

うことになっておるんですけども、そういう

説明を求めます。 

 それから、先ほどありました揖龍保健衛生

施設事務組合の負担金で、説明では揖龍の予

算と本町の予算とにずれがあって差異が生じ

ておるんだということですが、ただ、先ほど

も、部長の説明でも誤差の範囲やと、私は誤

差の範囲というて、こういうときにはこうい

うこと使わんと思うんですが、なぜ4,773万

5,000円にもなるかということは重大であり

ますので、説明をさらにしていただきたいと

思います。 

 それから、糸井、矢田部地域の客土工事の

委託で、歳入では先ほど言いましたように、

原因者負担で１億8,000万円余りということ

で、工事委託は今年度分は１億7,175万円と

いうことなんですが、これは契約に係ること

でもお伺いしたいと思うんですけれども、事

業者へのこういう土地改良団体連合会の委託

ではなしに、町が直接発注をなぜしないのか

と。 

 それから、昭和46年にはこういう例があり

ます。当時、前田組から独立された前田両さ

ん、山陽建設工業なんですけれども、この工

事を皮切りにここは大きくなった基礎的な請

負契約だったと思うんですが、当時の中村町
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長はここでどう説明したかといいますと、重

機器等がなくとも人を信用して指名すると、

こういうようなことを言ったわけです。重機

はリース等で対応できるからという、会社も

実質的にはないような形のときに発注をした

ということ。何でこういうことを言うかとい

いますと、ここできちっと発注できるはずだ

し、過去の工事の経過が排土客土、それから

天地返し、それぞれやってきておりますの

で、なぜこういうところを中に入れて随契を

するようなことをやるのか、分かりかねま

す。 

 事務費については、この歳入と歳出の差は

事務費と称しておるのかどうか、それも説明

を求めます。 

 それから、これに関係することかもしれま

せんが、カラープリンターの購入として16万

8,000円、かなりのものかと思いますが、プ

リンターとしては。どういうことで今ごろに

これを購入しようとするのか。 

 それから、東保西光寺線の工事請負費の追

加20万5,000円についても具体に説明を求め

ます。 

 それから、先ほどありました学校管理費の

中での修繕料と、それから委託料の太田小学

校、今耐震診断の結果等が質疑あったわけで

すが、太田小学校の増築工事の実施設計とい

うことで、これまでも学童の関係では、別に

プレハブ等で対応する、こういうようなこと

になっておりました。267万8,000円なんです

が、学校規模をどこまで拡大するかが問題だ

と思うんです。このことと、先ほども問題に

なりました龍田小学校の教室のあきと児童・

生徒の数、そういうことを含めて全体的には

校区の再編などで教育の機会均等を担保すべ

きでないかということが兼ね合いとしてはっ

きりさせておかなければならないと思うんで

すが、その点についての取り組みについて説

明を求めます。 

 それから、龍田小学校の耐震補強工事の実

施設計でありますけど、工期が分かれており

まして、そして古いほうに新しいほうが一定

の影響を与えたと、こういうふうなことは考

えられるんですか。この辺は、いわゆる地盤

の整備含めて業者が違う、こういうことから

古いほうに影響を与えた結果として今の

0.18っちゅうのは出とるんか、その辺のこと

も検証しておかないと、斑鳩小学校の新しい

ものを建てかえるというようなこと、それか

らひずむというようなことも起こっておりま

したので、この辺のところははっきりと被害

の関係を整理しておく必要があると思うんで

すけれども、そのことについて説明を求めま

す。 

 それから、スクールアシスタントの賃金に

ついてもあわせて説明を求めます。 

 それから、体育館関係のトレーニング機器

の点検委託４万5,000円を補正しとんです

が、これの使われている実態もあわせて説明

を求めます。 

 それから、これからいわゆるトレーナーが

きちっとしておらないと使えない状況という

のがあるわけですが、ただトレーニング機器

の点検が全機器か、その辺も含めて説明を求

めます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） まず、ページ

で行きますと、15ページでございますが、市

町ボランタリー活動支援事業の補助金の減額

150万円でございます。 

 これは、県のほうでこれまで町のほうに補

助をして、それから社会福祉協議会というこ

とでしたんですが、直接県から市町社会福祉

協議会のほうへ補助する方法に変更になった

ということでございまして、150万円の減額

をするものでございます。 

 それと、その同じページでございますが、

大気汚染の常時監視網の減額、11万円でござ

いますが、これは３階で観測をいたしており

ます関係の運営経費でございますが、県との

契約の上で当初予算では83万7,000円を計上

しとったんですが、72万円のほうに変更にな

ったということでの差額でございます。 

 多子世帯、同じ15ページに補助金として
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90万円計上して、歳出のほうにも計上してお

るんですが、これの具体的な説明をというこ

とでございました。これは、多子世帯、多く

のお子さんを抱えておられるご家庭の経済的

負担の軽減を図るということで、兵庫県がこ

の７月に打ち出しました。４月にさかのぼっ

て実施をするという事業でございますが、具

体的には18歳未満の児童が３人以上いる世帯

のうち３人目以降の子供さんが保育所におら

れるというご家庭でございまして、所得制限

的なものは所得税額が４万円未満ということ

でございますから、今の保育料で階層で申し

ますと第４階層以下がその対象になると、そ

のご家庭の保護者に対して補助をするという

ものでございます。 

 補助の額でございますけれども、保育料月

額が6,000円を超える場合、足切り6,000円と

いう上限がございまして、6,000円を超える

場合に３歳未満児においては月額4,500円、

３歳以上児につきましては、月額3,000円を

上限として補助をするというものでございま

す。補助率は10分の10、100％県が持つとい

うことでございまして、３年間の時限的な事

業ということでございます。 

 今回の補正では、一応25名の対象者を予定

をさせていただきまして、90万円の事業費を

構えたということでございます。 

 それから、雑入の関係でございましたんで

すが、ページで言いますと19ページになろう

かと思いますが、揖龍保健衛生施設事務組合

の派遣職員の給与等の戻入、戻し入れでござ

います。この82万8,000円につきましては、

もちろん派遣職員がかわりましたものですか

ら、それの差もございますけれども、大きい

のは退手組合の負担金につきまして、これま

では市町村、派遣元が持ってたのを組合のほ

うで持つということに変更になったというこ

とに伴いますものでございます。 

 それから、続きまして、社会福祉協議会へ

の補助、増額理由でございますけれども、先

ほど申しましたボランタリーのほうの150万

円の減額と、今度増額の分との差し引きが

389万円になるんですが、増額になった分に

つきましては、人件費の関係でございまし

て、これまで当初の段階では嘱託職員がそれ

に任に当たっておったんですが、４月以降正

規職員の配置を行ったということで、その差

額を計上してボランタリーの150万円の減額

を差し引いた389万円の今回の補正額という

ことでございます。 

 それと、火葬場の減でございますが、これ

も先ほどの組合のほうの当初予算に整合させ

たという説明を申し上げました。火葬場につ

きましても、その組合の当初予算の中身に整

合をさせたということで、直接82万円、先ほ

どの雑入関係が反映をしたというものでもご

ざいません。それらも含めて、全体の組合の

予算に合わせたということでございまして、

先ほどの熊谷議員さんへの答弁の中に今ご指

摘がございましたですが、私誤差範囲という

表現を使いましたが、これも不適切かも分か

りません。人もかわり、そういった退手組合

の負担金の支給も変わったということで、そ

の分は多少影響があろうかなと思うという程

度でございまして、大きくは組合予算、当初

予算に整合させたということで訂正をさせて

いただきたいというふうに思います。 

 私の関係は以上だったと思うんですが、以

上でございます。 

○議長（北川嘉明） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） 私どもの所管につ

いてお答えを申し上げます。 

 まず、17ページ歳入の財政調整基金の関係

でございますが、今次補正予算（第２号）に

係る歳入の主なものを申し上げますと、地方

特例交付金の増、3,449万6,000円、普通交付

税の増、7,677万6,000円、繰越金の増、２億

601万1,000円、農林水産業費負担金の増、１

億8,057万9,000円、以上４点が増要因の大き

なものでございます。 

 そのほかプラス・マイナスがございますけ

れども、この補正予算に係る歳入の合計は５

億151万8,000円でございます。 

 片や、歳出の主なものを申し上げますと、
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人件費の減がマイナスの3,718万1,000円、そ

れから国保繰出金の増で１億6,695万

7,000円、揖龍保健衛生施設事務組合負担金

の減ということでマイナスの4,773万

5,000円、糸井・矢田部地内客土工事委託料

の増、１億7,175万円、斑鳩学童保育園プレ

ハブ設置工事の増、1,911万円でございま

す。 

 そのほか、同じように増減がございますけ

れども、この補正予算に係る歳出の合計は４

億572万2,000円でございます。 

 したがいまして、歳入歳出の増減を合わせ

ますと、歳入が歳出を9,579万6,000円上回

り、その額を財政調整基金でもって調整する

こととなります。結果的に、当初予定してお

りました５億378万7,000円から9,579万

6,000円を減額し、基金のほうへ戻したいと

いうことでございます。決して私ども財政担

当課といたしましては、恣意的、意図的なも

のではなく、先ほど申しました歳入歳出の絡

みによるものでございます。 

 同じく17ページでございますが、繰越金で

すが、これは今定例会で決算認定の提案をい

たしておりますが、平成19年度決算による繰

越金の実質収支額２億1,601万1,044円による

ものでございます。 

 それから、21ページ、財産管理費、節の備

品購入費10万2,000円でございますが、これ

は私ども財政課において管理用備品購入費と

しまして、引き違い戸保管庫――ロッカーで

ございますが――３万4,000円を３台購入し

たいというふうに思っております。私ども財

政課をごらんになったらお分かりのように、

よその課、所管が廃棄処分したものを拾って

きてただいまロッカーを積み上げてございま

す。まともなロッカーは１台だけでございま

すんで、何とかご理解をお願いしたいと思う

ところでございます。 

 それから、ページ23ページでございます

が、財政調整基金積立金追加でございます

が、これは先ほども申しました一般会計の実

質収支確定額と墓園特会の同じく実質収支確

定額を足しまして、２億2,135万2,859円とな

るわけでございますが、地方財政法７条の規

定によりまして２分の１以上を積み立てると

いうことでございますんで、ご理解をお願い

いたしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、23ページ

の231万9,000円、システムサービス利用料の

件でございますが、これにつきましては地方

税法の改正がございまして、21年10月より導

入される住民税の公的年金からの特別徴収と

いうことでございまして、このシステムを利

用しまして体系的に年金からの特別徴収を行

うということでございまして、まず年金保険

者、これは社会保険庁等になりますが、そこ

から地方電子協議会を経由いたしまして、各

市町の間で地方電子協議会を運営するｅＬＴ

ＡＸの仕組みを利用しました電子データの交

換が行えるということでございます。したが

いまして、そういったシステムサービスを利

用するに当たりましては、その利用料が必要

となっております。 

 内容的には、支援サービス利用料といたし

まして11万3,400円、それと支援サービス審

査システム導入支援費といたしまして、

220万5,000円という、この２口でございま

す。それに伴いまして、25ページの地方電子

化協議会負担金追加ということでございます

が、これは先ほどシステムの構築に当たりま

して、社会保険庁と、そして経由機関として

の地方電子協議会、そして太子町という形に

なりますので、当然そこが協議会を運営する

ｅＬＴＡＸを使用するということでございま

すので、加入をする必要があるということで

ございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） それでは、私

のほうからはまず１点目に13ページの負担金

負担率、補助率という問題でございますけど

も、これにつきましてはいろいろ私どもも検
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討というんですか、考えたわけですけども、

今回の事業自体が農用地の土壌汚染の防止等

に関する法律ではなく、東芝さんの任意の負

担という考え方から、負担とするのか、補助

とするのか、いろいろ悩んだわけでございま

すけども、補助率という形で記載させていた

だいております。 

 それと、17ページの住生活総合調査委託

金、これにつきましては例年、５年に１回実

施しているものでございまして、平成18年に

法律の改正がございました。それに伴いまし

て、名称が変更になったと。中身につきまし

ては、居住環境を含めた住生活全般に関する

実態や居住者の意向、満足度等の総合的調査

ということでございます。 

 それと、31ページの委託金関係でございま

すけども、これを町が実施しないという理由

につきましては、提案説明でもあったと思い

ますけども、やはり人的な不足という問題が

あろうかなというふうに考えております。 

 それと、今言いました歳入と歳出、委託料

との差、これにつきましては、人件費、それ

と事務費としていろいろ今回需用費とか旅費

とかに計上させていただいております。その

中に、カラープリンターの購入ということも

ございます。 

 それと、33ページの東保西光寺線の追加と

いうことでございますけども、これにつきま

しては、役務費での用地測量のときにその買

収しますその土地のデータを利用できるとい

うことを踏んでおったんですけども、それが

できなくなり追加という形で事前に流用して

おります。それと、当時建物が建つというこ

とで、地元の関係者の方がその方に申し出さ

れて要望道路ということになったもので、そ

の当時、田という状況でございました。その

後建築確認が出てきまして、20年度では宅地

になっていたということで、農地と宅地の差

の分でございます。これも工事請負費から事

前に流用として使用しております。その流用

した分の額が20万5,000円ということでござ

います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 教育委員会関係の

お答えさせていただきたいと思います。 

 15ページの県補助金の関係で、いきいき学

校応援事業補助金とふるさと文化いきいき教

室事業補助金の関係でございます。 

 これは、総合的な学習時間等において自

然、歴史、文化等のさまざまな分野の専門的

な知識や技術を持った人たちを学校、また地

域において勉強するというような事業で、こ

れは県の補助が２分の１あったわけでござい

ますが、これが平成16年からということでご

ざいました。しかしながら、県の行革に伴う

ところによりまして事業補助がなくなった

と、事業を中止したということでございまし

て、この通知が私どもの予算、見積もりした

後、いわゆる３月ごろに県のほうから通知が

あったということで、予算のほうは上げてい

るということで、ここで今回減額させていた

だきたいということでございます。 

 それと、同じく小学校の国際理解推進モデ

ル事業の関係でございます。 

 19年度におきましては、55万円の事業があ

ったんですけども、今年度におきましては、

これは10分の10でございまして10万円カット

ということでございます。これは、ご案内の

ように、小学校の英語教育を盛り込む内容で

ございまして、モデル事業ということで太田

小学校が指定されておりました。３月４日に

この経費が県のほうから通知があって、その

ときには予算化について計上しているという

ことで、今回減額をさせていただくものでご

ざいます。 

 それと、37ページの小学校の関係でござい

まして、需用費の修繕料の追加ということで

ございますが、これはただいま申し上げまし

た斑鳩小学校学童保育園のところを普通教室

にしたいということでございまして、今年度

にそれを予定しております。それについて、

学童が出ていっていただいた、その後を普通

教室に戻すというような、少しちょっと手を



－97－ 

加えるという工事で、修繕でございます。 

 それと、委託料関係でございますが、太田

小学校の校舎増築、これにつきましては、

20年度から小学校の４年生まで35人学級とい

うことでございます。そのため、太田小学校

の普通教室の見込み数、これが22年度で34学

級、現在は32でございます。22年度には34学

級になると、23年度には35学級になるだろ

う、そこで頭打ちで、後は少し減っていくと

いう見込みを立てております。しかしなが

ら、太田小学校においては学童も外のほうへ

出ていっていただいて普通教室がない、この

２教室をどうするかということで、急遽今年

度において実施設計を行い、来年度において

22年度の生徒に対応したいということで、最

低２教室をつくりたいというための設計でご

ざいます。 

 それと、太田小学校が大きくマンモス校に

なり、龍田小学校が余り変わらないという現

状の中で校区の話も出ておるんですけども、

私ども教育委員会としては今のところ、校区

編成等々については、まだそこまでは至って

ないというふうに考えております。 

 それと、龍田小学校の耐震のことでござい

ますけども、先ほどまで言いましたのは、龍

田小学校の西棟、これについては0.18何ぼで

したね、という、この構造が鉄骨の２階建て

でございます。あとは鉄筋コンクリートです

けども、その校舎については鉄骨ということ

でございますので、ですから全体的にこの部

分はどうか分かりませんけども、そういう数

値になってると。龍田小学校、ちなみにその

部分については昭和46年に建築いたしており

ます。そのほかは、東棟が50年、中央棟は

56年ということでございまして、その部分が

ですから古いんではないかなというふうに考

えております。 

 それと、スクールアシスタント賃金の件で

ございます。これにつきましては、ＡＤＨ

Ｄ、注意欠陥多動性障害等により行動面で著

しい困難を示す児童への普通の教員が苦慮し

ているということで、それに対応するための

配置でございまして、これは交付税算入、ま

た交付税算入は20年度からされております。

したがいまして、その中で配置ができるとい

うことで、この１名につきましては、斑鳩小

学校へ配置したいというふうに考えておりま

す。 

 それと、体育館のトレーニング室の件です

けど、ご案内のようにトレーニング教室とい

うことで、そういう教室も行っておるわけで

ございますけども、それの点検、これが現在

19年度まで８万4,000円でしとったわけです

けども、12万9,000円ということで、あわせ

てバレーボールの支柱、そういうこと等全体

的な器具の点検もあわせてしていただこうと

いうことで追加をいたしております。 

 以上だろうと思いますけども、よろしくお

願いします。 

○議長（北川嘉明） 実態、使われてる実

態、トレーニング機器を使われている実態。 

○教育次長（塚原二良） 済みません、言葉

足らずで。トレーニング室の実態ということ

でございますけども、教室のときにはもちろ

んですけども、通常の場合は私も前には利用

したこともあるんですけども、通常は五、六

人かなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 あのね、やっぱり今回わず

かな金額やからそれは問題にならないやろう

ということやから調べてないんやな。トレー

ニング機器がどんだけあって、どういうふう

に使われてて、どういうふうな点検が必要な

んか。これが４万5,000円やからなめとった

んか。いや、そういうふうに聞こえるで、知

らないということは。やっぱり提案するとい

うことは、ちゃんと提案するにふさわしい実

態を調べて、どういう点検委託が必要になっ

たんか、それでそのバレーボールのそこまで

加えるとトレーニングの機器の点検は何ぼに

なるんやろうかということに通販じゃないけ
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ども、このカメラ実際こっち買いよったらこ

っちは何ぼやろうというのと同じこって、そ

んなええかげんな提案は僕はないと思うんや

ね。その辺のところをはっきりさせないとい

けないと思うんですよ。だから、金額の高い

にかかわらず、提案する以上はきちっと説明

ができるようにするっていうのは、私は大事

だと思うんです。 

 それから、龍田小学校の西棟の、前から特

別教室と言っておりましたとこなんですが、

鉄骨構造のものが一番やばいと、40年です

ね、40年たってへんのや、まだ。もうちょっ

と40年までかかりますわ、46年建設。それか

ら、中央棟、それから東の棟、それぞれ工期

が変わってるわけですけども、これらのもの

が影響したと、こういうことはないかと私聞

いとんや。地盤をつくったり、いろいろする

ことが鉄骨づくりと鉄筋コンクリートづくり

と違いますからね。だから、そういうことも

ちゃんと診断をしておかなきゃならないんじ

ゃないかと、40年で建てかえというのは鉄骨

づくりというたら一般的には耐用年数41年か

２年じゃないかな、固定資産税のああいう基

準でも。何かそういう気がすんやけど、それ

違ってますかな、総務部長。何か41年ぐらい

と思うんですよ、鉄骨。だから、そういうよ

うなことを含めてちゃんと調べなあかん。何

がどう影響するか分からんということなん

で、きちっと説明してもらわないといけない

と思うんです。わざわざ斑鳩小学校の例も出

しましたけども、そういうものではないかと

思いますが、その点どうかと。 

 それから、いきいき関係はもう結局は時限

的なものやから、県がやめたら皆やめると。

歳入歳出、これそうでしょ。全体的にはやめ

ようとしとんかいな、どういうことかいね。

学校園事業、だから30万5,000円のマイナス

して112万円の委託を減らすわけでしょ。だ

から、いや後々のことも含めて起爆剤に使う

て、後はそれぞれが勝手にやんなさいと、こ

ういうことなんかどうかということも含めて

説明を求めます。 

 それから、太田小学校の場合と校区の再編

を含めて真剣に考えなきゃならんと私は思う

んです。現実に今火急のものとしてすぐにで

きないわけですが、まだ同校区の土地利用と

いうのは広がる可能性があります。社会増、

それから自然増はどうか分かりませんけど

も、社会増がひょっとしたらまだあるかもし

れない。それで、35クラスを頭打ちとしたい

と、それで頭打ちしたいといって後またどう

することになりますかな。東中学校の場合

に、後のことを東中学校はプレハブで何教室

かで対応しました。高度なまあまあ普通の建

物じゃなくって、それらしい形をとって東中

のプレハブ、東のほうにありますでしょ。 

 だから、後のことを考えるならばそういう

ことも必要だと私は思うんです。こういうふ

うにアンバランスがあっていいはずがない。

だから、今後の学校バランスということは考

えるべきでないか、今考えとらへんからと言

うんやなしに、本当に真剣に小学校児童のあ

り方は考えないといけないし、将来的には均

等に増えてない限りは中学校にも影響するん

です。だから、そういう面でやっぱりこの辺

のところをきちっと見通しを立てるというこ

とが大事だと思うんですけど、そういうこと

は教育委員会の中はどないしとってんですか

ね。 

 それから、当然施設整備は町長部局がやる

わけですけども、教育委員会がその姿勢に立

たない限り、多分あかんと思います。だか

ら、私は学校規模をどこまでするんかという

ことと、学校の教育の機会均等の面からも重

大なことだと思うんで、再度その点伺いたい

と思います。 

 それから、工事請負費の関係で２年間です

からそれぞれ事業が分かれて発注するという

ことになるわけですが、人的不足、46年当時

の人と大けえ変わらんですよ。業務は増えと

るというものの、やっぱりここで責任を持っ

て発注をすることのほうが、こんなややこし

い外郭団体みたいなとこに随意契約で発注す

るというのは私はもう納得がいかんのです。 
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 それから、そういう面で町が直接発注すれ

ばいいじゃないかと。それで以前には、それ

で申し上げたのは、極端ですけども、人を見

てちゃんと仕事はさせますというて中村さん

が言うたわけや、余りええことないけど。重

機も何もない者にいきなり指名して発注する

というのは、それはけしからん話やけども、

この人はできる人ですというような形で、し

かしそれでも一応仕事をされてきたわけで

す。そういう点で、人的というのは理解がで

きませんので、その点もはっきりさせていた

だきたいなと。それで、ここら辺に特別に随

契でやって、兵庫県土地改良事業団体連合会

とやるほうが何がえんかいね。何かの縁があ

るように私は思って聞いてるわけです。 

 それから、繰入金、繰越金、財調、これは

課長の説明は、経過は分かりますが、しか

し、どう考えても当初に財調を取り崩す、予

算を立てる、厳しい、そして住民要求を抑え

る、その結果が繰越金になって財調の繰入金

を減額する、それは調整ですからそうなりま

す。何もそれは否定しないんですけども、こ

れらが極めて、だから課長がそういうこと

を、政策的、意図的、恣意的であったという

ことを言うてませんよ、私は。やっぱり厳し

いという側面から押さえつけた結果として、

余るもんは余る、それから不用額は今回前年

度でも監査委員の指摘でもありますように、

不用額も出ております。 

 そういう予算に対する、先ほども私４万

5,000円のことで言いましたけども、予算に

対する本当に真剣な積算、そういうことがた

るんどんだと思うんですよ、全体的に。だか

ら、基本的な予算が設置ができないと思うん

ですけど、そういう点についてはどうかと。

その説明を再度求めます。 

 それから、農林水産業費で、補助率と負担

率、これも意図を考えたけども、補助率にし

た、全然違うでしょう。原因者があって、そ

して負担があるんや。何で補助やねん。どっ

かの補助でも何でもない、人が誤解するよう

なことはしてはいけない。 

 また、現に46年当時に、いわゆる東芝排水

口付近で高濃度のカドミを検出したと、京都

大学の災害研究グループが発表して、それ以

降この対策を講じたんですよ。また、トリク

ロロエチレンのときもこの東芝自身が原因者

ということを言ってほしくないと、だからあ

のときもあいまいなことをした形でトリクロ

ロエチレン対策をやったり、しかしこれも東

芝の排出したカドミ以外にそんなにこういう

形で長きにわたって汚染が続くということは

ないわけですから、それで今日まで珪酸カル

シウムなんかで中和したり、それから排土客

土をやらざるを得ん、こういうことになるわ

けですけども、やっぱり補助じゃなくて負

担、歳入ですからね。実際の費目としては農

林水産負担金としておいて、説明は補助、何

でそういうふうに気を使わなあかんのかい

な。その辺もはっきりさせていただかないと

いけないと思うんですけども、そういう点で

再度説明を求めます。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 教育委員会関係の

お答えさせていただきたいと思います。 

 補助金関係で、いきいき学校応援事業、ま

たふるさと文化いきいき教室事業、県の事業

で平成16年度から実施しておったわけでござ

います。おっしゃるとおり、県の事業がこの

行革に伴って廃止になった、それに伴っては

町は今考えておりますのは廃止をしたいとい

うことで、単独で継続しようというところま

で考えは持っておりません。 

 それと、太田小学校増築関係でございます

が、これにつきましては、東中学校の例も挙

げられたわけですけども、プレハブを一時的

に建てるんじゃなしに、恒久的なものになろ

うということで、今考えておりますのは鉄骨

で校舎の西側にできないだろうかということ

で実施設計を上げさせていただいておりま

す。 

 それと、校区編成の関係でございますが、

これは今現在太田小学校1,000人を超したと

ころでございますけども、以前には1,200人
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ほどの時代もございました。ですから、そう

いうこともありまして、教育委員会の中では

そこまで、そういう編成についてはどうこう

という議論がまだ出てないところでございま

す。 

 それと、現在今23年度が私ども統計上では

ピークになるだろうと、その以降については

少し落ち込むんではないかなと、これはご存

じのように、団塊世代のジュニア、そこら辺

でそういう現象が起きているのが、ですから

後はこれは自然増の関係で、あと今言われま

したように、社会増の関係は少し考慮に入れ

てませんけども、そういうふうになるんでは

ないかというふうに考えております。 

 それと、龍田小学校の関係でございます。

それが、西棟の特別教室のところが古いから

影響は出ないかと、これはいわゆる棟ごとに

調査をいたしておりますので、西棟について

は今言いました0.189、それと東、中央棟に

ついては0.33ということで、個々に調べてお

りますので、それが影響出ておるんであれば

この数値が影響出た数値かどうか分かりませ

んけど、棟ごとに調べてこの数値だというこ

とでございます。 

 私の関係は以上だったと思います。 

○議長（北川嘉明） 体育館。トレーニング

室は。それ答弁ないん。最初の答弁。 

 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 委託料の件でございますけども、土地改良

団体連合会といいますのは、県下のいわゆる

土地改良法にのっとった団体でございまし

て、そこに設計委託、また発注、その上でま

た施工管理をしていただく中で、やはり工事

発注も必要ではないかと、そういった中から

少しでも太子町の町の負担を、実質的な負担

を少なくできるんではないかということで委

託したいということでございます。 

 それと、先ほども出てました負担率と補助

率も問題でございますけども、先ほども言い

ましたように、法的な問題での負担ではない

といったことからいろいろ検討した中で補助

率になったということでございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） 繰越金、繰入金、

その他財政調整基金の関係でございますが、

ご承知のとおり、厳し目に当初予算も設定い

たしております。厳し目に設定していって、

不要不急なものは補正しないという大原則が

ございます。ただ、決算を打って剰余金が出

て基金に積むというのも、これ自然な成り行

きでございます。ただ、基本的に今現在財政

運営が積極的に展開できる時期ではないとい

うふうに私どもは思っております。おっしゃ

るとおり、福祉、教育に財調を使ってそれな

りの単独事業を展開していけば、それはそう

いうお考えもあるでしょうけども、具体的に

申しますと、やっぱり入のほうが町税で申し

ますと、19年度決算は税源移譲がございまし

たんで、大きな数字で申し上げますが42億円

ということでございますが、これは例えば平

成13年度で約39億円、14年度で39億円、平成

９年度で40億円、平成８年度で約39億円、税

源移譲がありましたものの、横ばい状態とい

うことがはっきり言えると思います。片や交

付税に至っては、19年度決算ですが、普通交

付税で12億8,000万円、これ12億8,000万円は

もうたまたまでございますが、平成４年度、

今から約十五、六年前の平成４年度の数字と

変わりないということでございます。 

 いっとき交付税も平成12年度、13年度とい

うふうなピークの時代がございましたが、や

はりこういうふうに入のほうが押している、

したがいまして当然厳し目な財政運営をやっ

ていかなければならない。結果として財調に

積んだり、財調に取り崩したり、また繰越金

があったりなかったりといったような内容に

なっているものというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） この際、暫時休憩しま

す。 
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 再開は午後１時とします。 

（休憩 午前11時58分） 

（再開 午後０時59分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 平成20年度兵庫県太子町一般会計補正予算

について質疑をお受けします。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 嶋澤達也議員。 

○嶋澤達也議員 一応、この参考資料のほう

から順次お尋ねします。 

 歳出のほうで、企画費の北京ですね、オリ

ンピックの応援等の82万9,000円の追加にな

っておりますが、どのような、いろいろとあ

すかホールでされたというようなことも聞い

ておりますが、これだけの大きな金額が要っ

たのかどうか、もう少し詳細に説明を求めま

す。 

 それから、交通安全対策費の職員異動によ

るということですが、150万円も、こんな大

きな金額が異動で要るんですか、どうか、再

度お尋ねします。 

 それから、その次のページに移りまして、

清掃総務費の揖龍衛生の負担金ですが、これ

は午前中にいろいろ質疑ありましたが、再度

お尋ねしますが、4,700万円というたら大き

な金額です。それを、見積もりが僕はどう考

えても甘かったと思う。だから、もう少し慎

重に予算を組むべきではないかということを

再度お尋ねします。 

 それから、体育館費の69万8,000円の減額

になっておりますが、体育館の本当の中身の

実情、非常に体育館を利用されてるいろんな

方々から、体育館の中はどないなっとんやと

偉そう言われて、もう何か使わせたっとると

いうふうな姿勢で不愉快きわまりないという

ような声を１人や２人でないです。その辺を

また担当の者にどういう内情か聞いておきま

すがという返事はしておりますが、こういう

ことでも、中身のことでも非常に一般の町民

の方から苦情を議員の立場上言われるわけで

す。それでもなおかつ69万8,000円も減額と

いうことは、どっかで住民サービスのという

んが、そういう姿勢が崩れとんと違うかとい

うことで、再度の体育館の運営方法とか、職

員の職務態度とか、いろいろと火の気のない

とこに煙は立たんということは、もうこれは

昔からのことわざですが、非常に町民が気軽

に楽しく使用するべきところが、そういう苦

情が出回ってるということがやはりこれを管

理してる担当の上位の係員、そういうことが

分かってるんかどうか、その辺についてお尋

ねします。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、21ページ

の企画費、82万9,000円の補正でございま

す。 

 これにつきましては、北京オリンピック出

場の関係の経費ということでございまして、

内容的には応援イベント用品の消耗品、そう

いったものに約44万円かけてしております。

立て看板、うちわ、応援グッズ、国旗、そう

いったものでございます。 

 そして、応援イベント委託料といたしまし

て、あすかホールを使用しましてのテレビ設

置とか警備委託、それと舞台の運営委託とい

ったものでございます。それが約13万円かか

っております。 

 そして、あすか使用料が10万円ということ

で、全体的には82万9,000円が企画として計

上させていただいた金額でございます。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 体育館費の関係で

ございますけれども、これは減額につきまし

ては職員異動に伴います減額でございますけ

ども、今職員のことについて触れられました

ので、そういうふうにないように私のほうか

らも、教育長のほうからも注意をしたいとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 交通安全対策

費の人件費の補正の関係でございますが、こ

れも人員的な増減というのはございません
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で、給料の関係で100万円、それから手当の

関係で50万円という異動による差額でござい

ます。 

 清掃総務費の4,700万円余りの予算見積も

りが甘かったんではないかというご指摘でご

ざいますが、当然組合のほうの予算というの

がもととなりまして、その分担金、負担金が

決まってくるわけでございます。組合のほう

の20年度予算と私どもが組合から提示を受け

ての予算計上であれば、当初予算同士合って

るわけですが、時期がずれましたもんですか

ら、当然組合のほうの予算材料と私どもの予

算材料が異なっていたということでご承知お

きを、ご理解をお願いしたいというふうに思

うわけでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 嶋澤達也議員。 

○嶋澤達也議員 まず上から、北京オリンピ

ックの応援で、その日の夕方ですか、何か花

火なんかが打ち上げられたと、えらい盛大に

応援されてるんやなと。それから、自治会を

通じてかどうか分かりませんけれども、近隣

住民の方にあすかホールに参加してくれとい

うような回覧も回ったように聞いておりま

す。それも太子町から竹澤君がオリンピック

に出られるということは本当にすばらしいこ

とであることにもかかわらず、太子町の中で

本当に応援、心よりされたとは思いますが、

それの成果というんか、太子町の住民の方に

本当に喜んでいただいて、応援を一生懸命し

て北京オリンピックに出られるということ

は、本当に太子町にとっては名誉なことだと

思いますが、この予算で82万9,000円ぐらい

で花火も上がったとか、近隣の住民の方には

大勢参加してくれというようなこともされた

ように聞いておりますが、この程度で十分な

応援をできたんかどうかということを再度お

尋ねします。 

 それから、交通安全対策費には職員の異動

ということですけど、その異動で150万円も

というたら、補正を組むまでにちゃんともっ

と分からなんだのかどうか。150万円という

金額は、それは皆さんにとっては大したこと

ないかも分かりませんけど、我々の一般住民

にとっては150万円というたら大きなもんで

すよ。オーバーなことは言いませんけど、本

当に一日何千円で仕事をされてる方、ぎょう

さんあるんです。そういうことは、ちょっと

これも見積もりというんか、予定が安易に事

業が執行されてるんかどうかというようなこ

とはちょっと疑問に思うわけです。 

 それから、総務費については、それは部長

おっしゃるとおり、決算とか予算の時期が違

うということで分からんわけでもないけれ

ど、4,700万円というたら大きいんですよ

ね。これも一般住民で議員報酬にしましても

10年分です。ということは、すごい金額です

から、その辺をもう少し揖龍衛生との綿密な

打ち合わせとか、そういう交流というんです

か、連絡というんですか、そういう細かいこ

とがもう少し行われておれば、こんな大きな

金額にはならん。時期が違うだけで片づけて

もろうたら一般住民にとってはそないな大き

な金額が時期が違うだけで予算しょってんか

いなというようなことにもなりますし、もう

少し住民本位の目線に立った予算を組んで執

行してもらいたいということが再度お尋ねし

ます。 

 それから、体育館費については、正直なと

ころ注意するとか、これもっと前からそうい

う住民からの声は出てるんです。だから、次

長、一度、あなたは忙しいとは思うけれど、

やっぱこういう現場へ出て様子をもっと見

て、ただ単に職員異動によってというような

ことでやられたら、もっとその辺のことは、

見るべきとこは見て、注意するとこはして。

それは、例えばこれ職員異動ということで

69万8,000円ですけど、これも大きな金額で

すよ。それについて次長として、教育長もお

られますけれど、もう少し現場の状況を把握

するべきでないですかと思いますけど、再度

お尋ねします。 
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○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） 今、嶋澤議員が体育

館の職員の対応についてお話があったんです

けど、先ほど次長申しましたように、口頭で

は注意しとんですけど、それではだめなん

で、先週館長に会いまして、館長が今週中に

どういうふうにやるかというのを、そないに

詳しゅう書いたら忘れてまうんで、５項目か

ら７項目に書いて文書でこちらに持ってくる

ようにというて指示しております。きのう行

ってみたんですけど、まだできておりません

でした。恐らく今週中に、きょう、あすあた

り、あるいは土曜日までに、私も土曜日は来

ますんで出すように催促はいたしておりま

す。また、それについては足らなきゃ、また

指導を加えたいと、そんなふうに思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、北京オリ

ンピックのイベントの関係でございますが、

先ほどから出ておりますが、この花火につき

ましては当日三光煙火さんのご厚意によりま

して上げていただいたということでございま

す。そして、その観覧人につきましても約

1,000名の方が見られておりました。 

 そして、内容的には大ホールで行われまし

た分は、１部式典、２部観戦という形にさせ

ていただきまして、約450名の方が参加をさ

れておりました。 

 それと、回覧でございますが、これは放映

される時間が８時ぐらいのオリンピックの放

映時間ということで予定しておりましたが、

その時間が遅くなりました関係で、11時ごろ

に放映されるということの内容の回覧でござ

います。 

 それと、参加につきましては、かなり多く

の方が参加をされまして、花火につきまして

も多くの方が見られたということで、このイ

ベントにつきましては、町としましては十分

の成果があったと思っております。 

 それと、23ページの交通安全の人件費、そ

れと41ページの体育館費の人件費の異動の関

係でございますが、これは単発にその科目だ

けを見ていただいたらなかなか理解しがたい

んですが、すべて当初予算の予定を組みまし

て、目ごとに割り振りをさせていただいてお

ります。その中で、人事異動によりまして、

その科目に例えば下の方が係長にかわってい

たとか、そういう人員の交代によります増減

でございますので、単発的な目だけの数字で

持って人件費云々というのが理解しにくいと

ころでございまして、全体的な太子町の

197の一般会計に伴う人数の全体的な人件費

の調整ということでございます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 揖龍衛生との

綿密な連携が欠けておるんではないかという

再度のお尋ねでございます。そういうことは

ございませんが、やはり当初予算編成には期

限というものがございまして、ぎりぎりまで

当然組合のほうと連携を図った中での間に合

わなかったということでございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 先ほど来から、各議員から

龍田小学校の耐震補強工事の件でお話もあっ

たわけでございますが、龍田小学校をして、

なぜ太田小学校はしないのかというようなお

話もございましたが、確かに龍田小学校は耐

震レベルが低いということで工事に入ると、

太田小学校に関してはレベルに達していると

いう形での答弁がございましたが、太田小学

校の中に渡り廊下っていうのがあるんはご存

じだと思うんですが、建物だけの耐震構造だ

けじゃなしに、渡り廊下も付随してあるとい

うことでもありますんで、その辺のことも含

めて耐震は太田小学校しなくてもよいという

判断なんでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育長（圓尾哲一） 龍田小学校の耐震に

伴った太田小学校のお話が出たんですけど

も、まず今私どもが考えておるのは、今国庫

補助の関係で３分の２で補助がかさ上げされ
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ております。これは、平成22年度までの工事

に限るということでございますので、なるべ

く早くその補助をもらってということで、今

回補正で実施設計を上げて、来年度において

工事をやろうと。そしたら、太田小学校とい

う話が当然出てくるわけですけども、太子町

全体、私どもと考えておりますのは、改築と

かいろいろとだんだんと老朽化、古くなっと

るわけでございますが、こんだけ耐震と言わ

れておりますので、補強、地震に対する補強

を行う、それをやっていくと。ですから、太

田小学校がいつということは今の時点では申

し上げられませんが、順次整備を全体的にし

ていくと、それは早い時点でということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第４１号 平成２０年度 

       兵庫県太子町国民健康保険特 

       別会計補正予算（第１号） 

○議長（北川嘉明） 日程第３、議案第41号

平成20年度兵庫県太子町国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月28日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 今次、補正では２億

4,982万円という補正額になるわけでありま

すが、医療費の動向について説明を求めたい

と思います。どういう病気がいわゆる罹患率

の高いもの、そしてまた内容的にも高額医療

を要するもの、それぞれあると思うんですけ

れども、今日の今９月ですし、今後のことを

含めて医療の動向について説明を求めます。 

 それから、特にこれは後期高齢者との絡み

もあるんですが、やはり医療費の高騰の要因

としては早期に病気を発見し、早く治療をす

ると、こういうことが大切であります。健診

の機会の拡充とあわせて、人間ドック、これ

後期の場合は廃止なんですが、意識のある人

は自分の体を知って健康管理に努めようとす

る人まで、今回後期高齢者でこれを排除する

と、こういうふうなことになっているわけで

す。これらについては、一般会計との絡みも

あるわけですが、やはり住民が健康で暮らせ

るようにするという点で、一定の助成等をし

てこれらの制度が維持される必要があると思

うんです。 

 それから、繰入金はもうこれ以上、こうい

う医療保険に係る税負担等を増やしてほしく

ないと、困ると、こういうような状況であり

ます。そういう中で、一般会計から、少なく

ともこういう暮らしにかかることについて助

成をしていくっていう、今回の補正はそうい

う形が出ているわけですけれども、恒常的に

一定の援助が要ると、こういうに思うんです

が、そのことについて説明を求めます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） まず、１点目

の医療費の動向でございますが、この20年度

に入りまして、またデータ的には月報として

は３月診療、４月診療の２カ月分しか手許に

はございませんので、この１年を見通した動

向といったものにはちょっと差があるかも分

かりません。 

 金額で見てみますと、かなり１人当たり費

用、保険者負担ともに増加をいたしておりま

して、このたびの補正計上も、そこが一つの

大きな要因でございます。特に入院につきま

してが非常に１人当たりの単価が、この20年

度に入りまして高くなっております。 

 また、このたびの補正の増の一因というふ

うに私が見ておるんですが、後期高齢者医療

が始まりました際に、それまで障害認定を受

けられておった方が老健にこれまでは入られ

ておりました。ところが、後期高齢者医療に

なりますと、今度は自己負担ということが出
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てまいります関係で選択ができるということ

で、本町におきましてもかなりの方が後期高

齢者からにもとへ戻られたっていいますか、

国保のほうに戻られたというようなこともご

ざいまして、それらの方の医療費が全然当初

予算ではもう見込んでおりませんでしたの

で、それらの増とあわせましての今回医療費

の全体の増という見方をいたしております。 

 病気の種類等は、いつも５月診療分の一月

分について詳しいデータが参るわけですが、

それまだ私どものほうには参っておりませ

ん。ですから、月報の数字でもっての今後の

動向というだけでございますので、病気の内

容、入院の内容という病気の種類の内容まで

ちょっと20年度把握ができないということで

ございます。 

 それと、２点目でございますが、早期発見

が大事でありますので、健診等への一定の助

成という桜井議員さんのご質問でございます

が、もちろん一定程度の保険からの助成とい

うのは各受診される方にはあるわけでござい

ますが、どうも一般会計からの助成という色

合いが強いかと思います。３問目の恒常的な

支援が必要ではないかといったところと兼ね

合いまして思うわけですが、これまでも再三

私申してますように、この社会保険制度、国

民健康保険制度、やはり医療の給付に見合う

負担ということで、保険料と国庫の公費とい

うことでのバランスですということでござい

ますから、その原則からいいますと、一般会

計からの任意繰り入れというのは安易にでき

ないわけでございます。ただ、どうしてもと

いう場合もございますので、これまでもそう

いったことで一般会計からの繰り入れを行っ

ておりますが、恒常的にということになりま

すとまた若干支援をしなければならないとい

うことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 人間の命は地球より重いち

ゅうような極端なことは言いませんけども、

命と、それからほかのいわゆる土木工事、太

子町はどちらにどうウエートを置かれとんで

すか。１点お尋ねいたします。 

 今桜井議員が尋ねたように、早期発見、い

わゆる人間ドックですね、私もこれ早期発見

で胃がんが分かったわけなんですけれども、

これもし行ってなかったら、多分今ごろここ

にはおらんと思うんですけれども。そういう

ふうに年寄りを早く死に追いやると言うんな

らなるほどあなた方のとっとる政策は丸やと

思うんですけれども、でもそうでないと言う

んなら、何でわずかな、わずかと言うと語弊

があるか知らんけれども、今まで助成してお

ったものを切るのかと。それ相当の僕は覚悟

と理由があってやられたと思うんですけれど

も、太子町の特別会計、一般会計含めての予

算を見てみても、積極的に切らんなんと。そ

の理由が見当たらんのですけれども、そのこ

とについて説明を求めます。 

 それから、もう一点は太子町の、例えば少

子化に対する児童の育児及び医療に対する太

子町の施策というのは、私は兵庫県下でも全

国的に見ても別に突出してどうこうというよ

うな施策じゃないと思うわけなんですけど。

特に太子町として子育て、少子化に対して施

策を持っておられるんでしたら、医療につい

ても当然予算に反映してくると思うんですけ

れども、それはどういうふうに予算の中で組

まれとるんか、お尋ねします。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） １点目でござ

いますが、命と工事とどちらを重きにという

ご質問でございますが、これはなかなかお答

えがしにくうございます。どちらをという比

較自体が私はできるもんではないというふう

に思います。そりゃ命は大事ですし、そうか

といって工事も大事ですので、どちらも大事

ということかと思います。 

 それから、健診についての助成の関係でご

ざいますが、これも全部自己負担というわけ

ではございません、一定の保険者の助成とい
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うことで行っております。人間ドックという

名前こそなくなりましたんですが、内容的に

はほぼ同内容での健診内容となっておるとこ

ろでございます。 

 それから、子育て、少子化に対する医療に

関しての町の姿勢ということでございます。 

 これらも当然法定で決まった健診はござい

ます。また、福祉医療としまして乳児医療等

は県の事業内容、要項に基づいた内容でござ

いますが、これも行っておるところでござい

まして、政策的に子育ての環境が医療面で極

めて悪いといったこと等はないというふうに

私は思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 いや、だから初めに言うた

ように、命と地球とは、そんな極端なことは

言いませんよという、初めから言うとんで。 

 だけど、例えばあなた方下水道整備のとき

に、何年度までに完成せないかんということ

を言うてきとるからしゃにむにやるんやと。

よそと比べて太子町はちょっと遅れとう場合

があるんで全力を挙げて下水道整備に取り組

んでいくと、県下でという資料も出してきま

したわね。太子町はほぼ99％以上の整備は私

はできたと思うわけなんですけども、県下で

できてますか、下水道整備、99％。うそやろ

う。 

 だから、医療についても一緒なんですよ。

太子町が別に僕は医療、例えば極端な話、下

水を多少遅らしてでも太子町が医療を整備し

たからというて、私はペナルティーも何もな

いと思いますよ。それをあなた方無理やりど

うこうて理由つけて一般会計からでも年間５

億円、６億円も繰り出していったやないかい

な。違いますか。で、国保のほうは、いや特

別会計はもう自主独立で余り一般会計から繰

り出したらあかんねやと言わんばかりの言い

方ですやないか。 

 だから、そうでないんと違うかいうて僕は

言うたん。だから、命とはどういうことです

かというて聞いとんですよ。比較としてどう

思われるんですか。私は、だから下水が99％

できたということについてどうこう言ってお

るんではないですよ。しかし、そちらのほう

を若干遅らしたとしても、国保でこんな人間

ドックの予算を減らさないかんほど財政が詰

まっとんですかというて言うとんですよ。そ

うじゃないでしょう。切れるもんやったら何

でも切れという形でっしゃないか。使用料か

ら何から、もう公民館から体育館から全部そ

うでしょうが、とれるもんからとれと。そり

ゃいいですよ。しかし、ちょっと偏って過ぎ

へんかと言うとんねん。もうちょっと税金の

使い方を公平にやったらどうですかと。業者

の育成も大事ですよ。業者の育成も大事やけ

ど、町民の生活と暮らしのほうが大事と違う

んですかと言うとんです。答弁求めます。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） 命と工事というような

ご質問、それはだれも答えられないと思いま

す。私は両方が大事なものであると、このよ

うに考えるところでございます。たまたま国

保税と工事への支出、いみじくも今下水道関

係についてもおっしゃいましたが、私は後年

を、これからの次世代を考えていくと、よく

ここまでやってこれたなという思いでござい

ますし、こうして財政厳しくなるほどああし

た大型事業は取り組みにくい問題ではないか

なと、このように思うところでございます

が、反面、国保につきましてもやはり国のほ

うでは国保会計についてはそれぞれの加入者

の負担でもってやっていくということで、大

きな一般会計からの繰り入れというのは好ま

しくないという方向も打ち出されております

ので、私はやはりそうした点は慎重にやるべ

きではないかなと、このように考えます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 国のほうでも道路か暮らし

かというのが今争点になってますわね、同じ

ことやと思うんですよ。そりゃ道路も要りま

すよ、要らんとは言いません。だけど、それ

よりも、道路に何兆円を入れるよりも、それ
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を一般財源化して、暮らしに回そうやないか

というのが、今テレビでも何でもそういう論

議してますやない。私が今土木工事か暮らし

かという論議しとんと変わらんことは国でも

やっとると思うんで、僕が言よることがそな

いに、どないうか、異端なことを言ってない

と思よんやけども。だから、多少ほかのこと

を遅らしてでも、今水道もそうですけれど

も、大変町民の中には公共料金も含めて物価

高で、本当に年間何万円という支出増になっ

てますんですから。特に、高齢者に対して健

康に対して、年間何ぼ削りよんねやな。そん

な大した何億円というような金と違いますや

ろうな。それぐらいな金額までも削らなんだ

ら、太子町の財政はもたんのんですかという

て聞いとんねや。争点をぼやかしてもろうた

ら困んねや。再度答弁を求めます。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 暮らしと工事という

表現で、そのままとらせていただければ、工

事も暮らしに密着したものでございます。命

ということであれば、もちろん若干表現的に

は違うんですが。ただ私どもの考え方とし

て、やはりプライオリティーどこに置くかと

いうことで、上田議員は、命といいますか、

暮らしにもっと重点を置けというような、も

ちろんご指摘だと思います。太子町の場合

は、工事はもう非常に抑えた状況の中で、そ

して福祉面をできるだけ落とさないといいま

すか、引けをとらない状況に太子町としては

取り組んできたつもりでございますので、今

回でも補正で国保会計に１億6,000万円余り

の一般会計からの繰り入れということを見て

いただいても、これはやむを得ないというこ

とで、太子町としてもそういう判断をして繰

り入れしているところでございますので、ご

理解を賜りたいと、このように思います。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ほんまに、てんびんにかけ

られないっていうものの、暮らしが逼迫して

くる中での負担、また経費、いわゆる費用を

どうっていうことは耐えがたいものがある中

で、住民福祉の向上っていうことは地方自治

の本旨ですから。だから、何を、何に照準を

置いて、いわゆる貴重な税金を何のために使

うかっていうのは政治なんですよ。その政治

をどういうふうにかじをとっていくかという

ことで福祉や医療や介護に今こそ支援の道を

開く、拡大する、そういうことが大事だとい

う姿勢に立てへんか言うとんやね。そういう

ことが、いつもいつもの状況じゃない。 

 しかし、国保なんかは何でこうなるか言う

たら、1984年からもう変わっとんですけど

も、医療費に係る国庫負担が、45％から今

30％台の前半なんです。そういうような状況

をつくり出して、国がどんどんどんどん切っ

てくる。それに行政が、そりゃ国が決めたこ

とや、悪法も法なりと、こういうことで、追

従してくるようなことが繰り返されてきて、

今日を迎えとんですわ。後期高齢者もそうな

んですよ。制度的な欠陥でどうにもならんよ

うな状況で見直し見直しをしても、まだ欠陥

は欠陥だと。こういうようなことの中で、国

保もそれにも負担がかぶさっとる。ゼロ歳か

ら全部にかぶさるんやてね、前期は、後期に

対して。 

 そういうようなことで負担が大きくなって

きている中に、今こそ健康で長生きができ

る、安心して老えられる社会をつくること、

これが町の町是になるぐらい考えなあかんの

違うんですか。ほんまに住み続けたい町、総

括でも言おうと思ってますけども、住み続け

たい町というたらそんな町、安心して老えら

れる町なんや。 

 だから、そういう面からいえば、この国保

なんかは太子町がこのかいわいでは一番高い

と、こういう国保税が高いと言われるような

状況で、給付に見合う負担というて、だから

給付に見合う負担を押しつけとんやがな、国

庫負担の関係も。どんどんどんどん改悪に次

ぐ改悪ですよ、貧乏人は死ねということでし

とんですから。そういうようなことを少しで
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も自治体の努力で対応することが大事じゃな

いかと、こういうことだと私は思うんです。

だから、社会保障の一環としてできたもので

す。相互扶助って言うてごまかしよるけど

も、社会保障、皆保険、そういうふうにでき

たもんなんですよ。そういうことを忘れて、

今ごろどんどんどんどん制度もゆがめて宣伝

をする、こういうことの中に問題点があるん

だから、恒常的言いましたけども、本当に町

が一般会計、別の懐から出してこっちやとい

うことやけども、支えることが大事やという

ことと、少なくとも早期に発見して早期に治

療が行えるような基盤をつくる、そのために

はお金はいとわんということがあっても何ぼ

もかからへん、それこそ。そやからそういう

ことをやらないと、ここでやっぱり医療が高

騰すれば個々の会計ですから膨れ上がると。

違うんですか。そういう施策こそ大事なんだ

ということを私は言よんです。その点どうで

すか。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 私桜井議員のご意見

を否定するもんではございませんし、早期発

見早期治療というのが当然のことでございま

す。先ほど部長も申し上げましたとおり、人

間ドックという言葉自体はなくなっておりま

すが、ほぼ同じ内容で特定健診と特定保健指

導等もやって、メタボ対策ということで、ご

案内のように、糖尿病対策等にでも取り組ん

でいるということでございますので、住民福

祉の向上のために太子町としては法の中のを

守りながら、できるだけ太子町の住民の方々

の住民福祉の向上につながるように施策とし

ては取り組んでいるつもりでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第４２号 平成２０年度 

       兵庫県太子町介護保険特別会 

       計補正予算（第１号） 

○議長（北川嘉明） 日程第４、議案第42号

平成20年度兵庫県太子町介護保険特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月28日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 これにつきましても、今の

介護利用の動向、住民ニーズにこそこたえな

いといけない会計でもありますから、認定者

を含む、本当に使いたいときに使えるような

状況が確保されないといけないんですけれど

も、今の利用動向はどうなんですか。一応今

回のは財源更正ということでのことが多いん

ですけれども、この点については、この会計

のこのところで伺っておきたいと思います。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 介護保険が平

成12年に始まりまして、３年ごとの１期、２

期、今３期目でございますが、１期、２期の

ときは当初伸びというのが非常に急激な勾配

を示しておったんですが、この３期に入って

まいりましてからは安定といいますか、制度

的に定着をしてきたという感が強うございま

して、利用の動向、また認定の認定者数につ

きましても、認定率で本町で13％台だったと

思うんですが、対象者の13％台が認定者数と

いう格好でございますが、あとのサービス利

用につきましてもそういったことで、ここ平

成18年以降急激な伸びという形は示しておら

ない、微増といったところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 ちょっと勉強不足でこんな

こと聞いて申しわけないんですけど、介護で

新聞等にでも出てますけども、いわゆる老人

が老人を介護するということで、主人が妻を
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殺した、妻が夫を殺したとか、それから母親

を殺した、親を殺したとか、それは何のため

やというたら、介護に耐えられんというよう

なことが出とるんです。広坂でも70過ぎの人

が親を面倒をみとうという……。70大方行っ

てますね、人がありますけれども、あの人ら

見とったら大変やなというのはあるわけなん

です。太子町の場合は、そういうことが起こ

るような状態ではないですか。ちょっと勉強

不足で分からんので、それだけお聞きしとき

ます。太子町は大丈夫ですよと。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 介護の全般に

わたりましても、また老人福祉全般にわたり

ましても、今地域包括支援センター、さわや

か健康課に置いとるわけですが、そこで包括

的な相談体制は引いとるわけでございます。

中にはそういった介護に絡むところの、一般

的に言います虐待といったような事案等も、

そこのセンターで吸い上げておるところでご

ざいまして、本町の状況では、これまで数と

しては、ゼロではございません。ですから、

やはり全国の状況といった面も我々は頭には

入れておるわけでございますが、やはりそう

いった悲しい事件にならないように、日常の

地域包括支援センターでの相談業務を中心と

して、またそれぞれ高齢者宅を訪問しなが

ら、また各地域の民生委員さんとの連携の中

で、そういったことを未然に防ぎたいという

ことで頑張っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 いや、いじめとか、それか

ら虐待とかというのはこれはもう論外の話

で、その話じゃないんですよ。 

 この間もある裁判を見とったんですけれど

も、裁判長が、子供が親を殺したと、ただし

執行猶予をつけましたね。それの実情を聞い

とったら、どこの支援もなかったと、行政か

らも周囲の支援もないと。もう非常に涙ぐま

しい介護の結果、やむにやまれず親を殺した

ということで、裁判長がかなり諭して、刑の

執行を猶予するような、これは実話の話です

からね。 

 そういうのを見てると、何で日本ぐらい

な、ある種東南アジアでも世界に見ても、そ

んなに貧乏な国でない国において、そんなこ

とが起きてくるんだろうなというのは私は思

いをするわけなんで、少なくとも我々が住ん

でおる太子町においてはそういうことが起き

ないだろうなと。私勉強不足で、その辺が大

丈夫やというようなこともよう言わんもん

で、この場をかりて、老人介護ということに

ついて安心はできるような施策をとっとるよ

という回答をいただきたいと思うて質問しと

んですけれども、いかがですか。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 繰り返しの答

弁になりますが、やはりそういう事態が起こ

らないようにということで包括支援センター

がございます。何も相談を待つのみではなし

に、やはり地域からの情報も仕入れ、収集も

しといったところで、やはり日々の把握とい

ったことが大事ではないかなというふうに思

っております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第４３号 平成２０年度 

       兵庫県太子町老人保健特別会 

       計補正予算（第１号） 

○議長（北川嘉明） 日程第５、議案第43号

平成20年度兵庫県太子町老人保健特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月28日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 先ほどの国保での答弁でも
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ありましたように、後期高齢者で選択をして

国保に残る、老人保健でかかる、そういうよ

うなことも答弁にありましたけども、太子町

におけるこの動向というのは、実態、動向に

ついて説明してくれますか。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 撤回者の内容

かと思いますので、お答えをいたしたいと思

います。 

 撤回者が78名ございました。そのうちの

62名の方が国保加入ということで、この年度

を境にそういう人員が動いたということで、

ご報告させていただきたいと思います。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第４４号 平成２０年度 

       兵庫県太子町後期高齢者医療 

       特別会計補正予算（第１号） 

○議長（北川嘉明） 日程第６、議案第44号

平成20年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月28日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第４５号 平成２０年度 

       兵庫県太子町墓園事業特別会 

       計補正予算（第１号） 

○議長（北川嘉明） 日程第７、議案第45号

平成20年度兵庫県太子町墓園事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月28日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 太子町の墓園も完成して十

何年たちますけれども、時計台が、この間も

言いましたけれども、ちょくちょく壊れるわ

けです。私ＪＲへ行って、ＪＲの時計は何で

めげへんねやというて聞いてきてんやで、あ

のホームにあるやつが。さあ、そりゃめげま

へんで言うて。全国に何十万というてあるら

しいけど、めげへん。めげるということは非

常に珍しいって。何であの太子のあっこはあ

ないにめげるんや、しょっちゅうめげて。ほ

で１回の修繕、十何万円でしょ。どこのメー

カーでだれが発注してあんなもんこさえたん

や。修繕代で新しいのもうできとるで。ほ

で、うち1,000円の時計こんなやつ買うてた

けども、あれでも電池入れかえたらまだ５年

も６年も全然壊れんと動いとんねん。あんな

んこそやっぱり発注した者の責任とってもら

わなあかんわ、責任持って発注しとんやも

ん、これがええ言うて。それがどこで買うた

ん、二束三文ぱち物みたいに故障ばっかりす

るような時計は話にならん。ちょっと説明し

てもらえます。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） この質問も本当にどな

い答えるんですかいな。私もすべての機械物

等々、すべての物で故障しない物があればそ

れを購入したいというのは、これはもうだれ

しも一緒のことでございますので、購入した

時点では、やはりその商品が一番いいだろう

ということで購入しているつもりでおりま

す。一度本当に故障しない物があるんであれ

ば、そうした物をご推薦お願いしたいと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 ごっついあんた町長になっ

た途端に開き直りやんか、それは町民の信託

を受けたはかいか。僕は故障のしない物何か
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言うて、絶対故障のない物なんか言うたこと

ないで。しかしやね、あれつけてから何年に

なるやな。その時計が何遍故障しょんじゃ、

そしたら。一遍調べてみないな、そしたら。

時計がそんなにめげるもんか。ほいで、何で

っせな、太陽の受けてやる最新のやつでしゃ

ないかいな。別にこんなことで時間つぶすつ

もりないけども、しかしだれが考えてもおか

しい、そんな故障するような物を。ほんな、

メーカーと何と一遍調べてみなはれ。例えば

車でも、トヨタとか日産とかというんならそ

りゃそういうメーカーやからはっきりしとう

けども、僕はどうも分からん。僕はそやから

メーカーにあれどないなっとんやと、補償問

題も言うてもええぐらいやと思うてんやで。

僕やったら言うわ、あんだけ故障したら。答

弁要りまへんわ。 

（「いつの時点でまためげるという状

態」の声あり） 

 この間。 

○議長（北川嘉明） 暫時休憩します。 

（休憩 午後１時57分） 

（再開 午後１時57分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 町長。 

○町長（首藤正弘） この件について、やは

り参拝者の皆さんからのご要望を受けてああ

したものを設置したという記憶がございま

す。そうした中で、この修繕等々大きな金額

が支出されております。一度、購入等々、い

つの購入で、どういう修理をしてやったもの

かはっきりと調査し、そして、もし新しい物

に取りかえられるんであれば、そうしたもの

でも考え、15万5,000円ですか、大きな金額

であるというのも私も思うところでございま

すので、一度調査をしてみたいと、このよう

に思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 ついでに言うときますけ

ど、あそこの街灯もそうですよ。この間も言

うたと思うんやけども、もう５時ごろについ

とうわけですよ、街灯全部が。そりゃおかし

いと。地球温暖化や何やかんやも含めて、や

っぱり、あれ街灯９つぐらいついてます、水

銀灯が。写真撮って僕は渡したかな、写真撮

って置いてありますけども、ついてますか

ら。この間言うて、それは多分直ったんです

よ。だから、言わな直らんじょうや困んね

や。僕はずっとあっこに管理しとうわけでも

ないんですよ。たまたま通って見て、たまた

まあそこへお参りに行って、友達が入っとる

からお参りに行って見たというだけで、管理

しとる者は、例えばあっこ門扉閉めよう人は

毎日行っとんやから。だから、毎日見とうは

ずなんや。だから、そういうことを言うとん

で、細かいことをごとごと言うとんと違う

て、もっときちっと、管理なら管理をきちっ

とさせなさいよと、しなさいよということを

言うてますんで。こりゃ答弁要りません。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第８ 議案第４６号 平成２０年度 

       兵庫県太子町下水道事業特別 

       会計補正予算（第１号） 

○議長（北川嘉明） 日程第８、議案第46号

平成20年度兵庫県太子町下水道事業特別会計

補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月28日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 この起債で、私はできる限

りこういう高金利のものについては早く償還

をできるように、門をたたかなんだらいけな

いと言うてきたんですけども、今回の借換債
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の追加と償還ですが、これで５％、それから

７％以上それぞれありまして、資金運用部資

金とか、いわゆる公営企業金融公庫、それぞ

れのところから借り入れているわけですが、

これで７％以上は消えるんかいね。どういう

ことになりますかね。その辺のところは、残

との絡みで説明をしていただきたいと思いま

す。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 現在、下水道の事業費の中の下水道債につ

きましては、７％以上はございません。ここ

の４億1,920万円は公営企業金融公庫が９

件、5.3から6.15の利子です。それと、財政

融資資金５件で6.05から6.6％ということで

ございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ほれで、あと残っとんの

は。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 21年度まででございますけども、21年度で

残っておりますのは３件、約１億2,000万円

ということでございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第９ 議案第４７号 平成２０年度 

       兵庫県太子町前処理場事業特 

       別会計補正予算（第１号） 

○議長（北川嘉明） 日程第９、議案第47号

平成20年度兵庫県太子町前処理場事業特別会

計補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月28日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 下水道会計と同じようにこ

れ説明してくれませんか。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） これにつきま

しては、要は同じ起債の中でかぶっているも

のです。ですから、前処理場のほうでは財政

融資資金が３件、利率も6.05から6.6、それ

と公営企業金融公庫４件、5.3から5.6。 

 それで、今後につきましては、先ほど言い

ましたのが前処理場とかぶっておりますの

で、特に前処理場と下水道との区別は現在分

かりません。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１０ 議案第４８号 平成２０年 

        度兵庫県太子町水道事業会 

        計補正予算（第１号） 

○議長（北川嘉明） 日程第10、議案第48号

平成20年度兵庫県太子町水道事業会計補正予

算（第１号）を議題とします。 

 本案については、８月28日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 いや、今桜井議員が尋ねた

下水道で尋ねたように、この上水に対しても

金はこれどこで借って、金利は何ぼで、何ぼ

ぐらいあるんかな。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 上水につきま

しては、借換債は今回の補正ではございませ

ん。 
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 それと、借りている金額等の詳細につきま

しては、決算のたしか、公営企業の19年度の

決算の明細には一応概略の数字は出ておりま

す。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１１ 議案第４９号 糸井・矢田 

        部地内客土工事委託契約の 

        締結について 

○議長（北川嘉明） 日程第11、議案第49号

糸井・矢田部地内客土工事委託契約の締結に

ついてを議題とします。 

 本案については、８月28日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 中井政喜議員。 

○中井政喜議員 何点かちょっとお尋ねをい

たします。 

 まずは、私はこの工事につきましては非常

に大きな工事であると認識しておりますし、

当然のことながら太子町においても多くの方

が関心を持っておられると、このように認識

しております。 

 その中で、まず１点目は、随意契約で、太

子町と兵庫県土地改良事業団体連合との締結

とありますが、この工事は土壌汚染の原因当

事者、東芝さんと太子町のこういった協定と

いうんでしょうか、話し合いはどのようにな

っているんかということがまず１点お尋ねし

たい。 

 それから、２点目は、該当農地なんですけ

れども、糸井地内で16筆、矢田部地内で26筆

とこのように説明を受けております。この中

で、地権者への説明会及び各地元自治会への

説明を含めまして、過去に何回お話をされ、

また合意を、多分得られていると思います

が、その中でどういった想定される現時点で

の問題点の整理等はどのようになされている

のかということをお尋ねしたいと思います。 

 ３点目は、太子町としてこの工事に関係す

る問い合わせ、工事期間に入りまして、そう

いった中で、また不測の事態を含めた町の専

用的な窓口というんでしょうか、そういう対

応する部署を設けられるのかということをお

尋ねしたいと思います。 

 ４つ目は、搬出土壌7,722立方の搬出先

は、また搬出土壌の質と量の確保は大丈夫な

のかということでございます。 

 なぜなら、私も農家を営んでおりますけれ

ども、やはり米づくりは土づくりかと言われ

ております。どんな土でも入れていいという

もんではないと思いますので、その辺のかな

りの量の土を入れられるわけですけれども、

その辺の手配等もお聞きしたいと思います。 

 最後になりますけれども、この農地の土壌

の掘削の深さは一応何センチに考えておられ

るのかということで、以上５点をお尋ねした

いと思いますが、よろしくお願いします。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 まず、これまでの経緯でございますけれど

も、やはりこれまで毎年玄米調査ずっと続け

てきておりました。昨年度の検査結果は、今

年の１月に委員会で報告させていただいたと

おりでございまして、雨が少なく、また珪カ

ルですか、それの散布してからの期間がたっ

ておりましたので、割合高い濃度といいます

か、ものが出てきておりました。 

 そうったことから、やはりある程度恒久的

な問題が必要になってくるんではないかとい

う話が当然、役場を含め県を含めた中での協

議の中で進んできております。そうした中か

ら、東芝さんが決断されて工事費を出すとい

った中から、今回のこういう形でできており

ます。ですから、そういう協議の中で、ほぼ

協定といいますか、そういう話ができました

時点で、町としましても、やはりすべて直営
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でということは現実的に対応しにくいので、

県土地改良事業団体連合会のほうに委託をで

きるのかどうかという調査も、その中で並行

して進めております。そういった中で、今回

こういう形で委託契約の締結ということで上

程させていただいております。 

 それと次に、地元関係者、地権者の説明で

ございますけども、これにつきましては基本

的に農区長さんを通じて説明をしておりま

す。そういった中で、今回すべての、いわゆ

る工事をする土地につきましては、すべて了

解いただいて休耕をしていただいておりま

す。 

 それと、専用窓口を設けるのかという話な

んですが、これにつきましては、やはり工事

をやり出したら、そのときには当然工事看板

等を立てるわけですけども、それには当然太

子町の関係部署の表示が要ってくるといった

ことから、そこに十分表示される。 

 また、これまでの経緯の中で農区長さんに

はそういう話もしておりますので、当然産業

経済課が窓口になるといったことでございま

す。 

 それと、搬出先でございますけども、これ

は前回の一般質問でも申し上げましたよう

に、神戸の神出処分場に搬出する予定でござ

います。 

 それと、搬入土壌の質及び量ですけども、

質につきましては、やはりある程度表土とい

いますか、それが見つかった時点で検査に出

してカドミウムの量を調べております。 

 それと、量につきましては、今現在東芝さ

んが確保中でございます。 

 それと、今回の工事でございますけども、

表土の除去、除去というんですか、それにつ

きましては、一応20センチを考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 中井政喜議員。 

○中井政喜議員 せっかく工事をされるわけ

ですけれども、私は20センチという深さで本

当にこれで解決は可能というふうに認識はさ

れているんでしょうか。それだけちょっと、

１点だけ、再度お尋ねします。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 掘削の深さの

件でございますけども、前回53年ですか、

53、54とやったときの工事でも一応20センチ

をめどに、また土壌のカドミウムの検査につ

きましては、土壌中表面より15センチまでの

土壌をもって検査をするようにという判断が

出ております。ですから、20センチあれば十

分ではないかと。 

 それと、また別の資料には、生野とか自然

といいますか、そういう長い年月をかかって

の蓄積の場合には深くなる可能性は強いです

けども、今回太子町の場合には期間が短い関

係上、また農業試験場なんかの意見も、当然

20センチであれば十分だという意見でござい

ます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 村田興亞議員。 

○村田興亞議員 今の関連しまして、対象者

の糸井地内が16筆で矢田部が26筆ということ

で、参考資料にもこの地図に出ておりますけ

ど、青と緑で。現実に地域的に見ると、実際

は太子町のそういう土壌入れかえということ

ですけど、所有者についてはこれどんなんで

すか、同じ16筆、26筆についても重なってる

人もおると思いますし、それと姫路市、勝原

区大谷等に居住されてる方もおると思うんで

すけど、その辺についての対象の区分けが分

かればちょっと教えていただきたいのと、そ

れから、これについては１年に１回ぐらいそ

ういう検査の結果というものが我々のほうに

も提出はされてると思うんですけど、今回こ

れについてちょっとその資料が出てないんで

すけど、穂先検査で、例えば基準値が今回に

ついてはこの対象についてはどれぐらいであ

ったかということ。そのことについても、ち
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ょっとできましたら教えていただきたいとい

うこと、一応以上をお願いします。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） そこの参考資

料の中の図面ですけども、この中には当然矢

田部のほうで大谷の方の出作とか小作がござ

います。それについては詳しい資料は手許に

持っておりませんのでちょっと分からないん

ですけども、今回のこの事業につきまして

は、当然所有者と、いわゆる現在つくってお

られる方、耕作者の両方につきまして了解を

得て実施いたしております。 

 それと、玄米調査でございますけども、去

年の19年度産米につきましては0.4ｐｐｍ以

上が、この１月の委員会に報告させていただ

いたんですけども、６件か７件か、たしかあ

ったように記憶しております。ですから、数

値もそれに出ておりまして、ちょっと細か

い、その資料をちょっと手許にございません

のでちょっと分かりませんけども、６件か７

件かあって、最終的にはいろいろ協議した中

で、東芝さんも決断されたというふうになっ

ております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 村田興亞議員。 

○村田興亞議員 今の検査結果もお聞きしま

したけど、例えばこれ毎年というか、それで

検査でされとると思うんですけど、以前の立

岡とかそういうときにもいろいろされて、ほ

とんど検査結果でもぽつぽつと出るというよ

うなことは聞いておりましたけど、今回のこ

の対象土地については、例えば具体的に、ず

っと検査数値でいつごろからがこの内容が数

値として出てきたかという把握は、大体把握

されてるんですか、その辺についてお聞きし

たいと。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 私も余り詳し

くは、過去のことはちょっと分からないんで

すけども、平成７年ごろから玄米調査、いわ

ゆる出荷米調査というんですか、そういう調

査をずっとやられてきていると思います。で

すから、それで19年度におきましては、先ほ

ども言いましたように、水が少なかったのと

珪カルの散布から年数がたってましたので、

いわゆる吸収しやすい状況にあったといった

ことから、６件か７件かの0.4以上が出てき

たと。食糧法上は、１以上は絶対出荷しては

ならない。ほれで食糧庁は0.4から１未満に

ついては、基本的には食糧としては出荷して

はいけないという判断をしておりますので、

今回0.4以上がちょっとありましたので、そ

の協議の中で、珪カルをまくかどうするかと

いういろんな議論の中で、最終的にはこうい

う排土客土になったということでございま

す。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 いろいろ特殊事情があって

随意契約をされたと思うんですけれども、そ

れにしてもこれだけの金額ですから、ここの

団体の会長さんだれがしとんか、それから役

員がだれがおるんやと。それから、少なくと

もこういう事業を委託するということは、過

去に相当な実績があるからそうされたと思う

んですけども、その実績について教えてほし

いと思うんです。といいますのは、インター

ネットで検索してみても出ませんので、ちょ

っと分かりませんので、お聞きします。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 会長さんは現

在、西村何とかという衆議院議員の方でござ

います。それで、今現在政務次官になられて

おりますので、一応会長が務められないとい

うことで、会長代理として副会長の石川洋太

郎氏がなられております。 

 それと、役員さんにつきましては、参事と

かという方がたしか県のほうから、定年にな

って入られてるというふうに聞いておりま

す。 

 それと、実績につきましては、まだ私のほ

うもそこまで調べておりませんので、土地改
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良事業団体連合会といいますのは、土地改良

法によりまして社団法人として認められた全

国組織の各県に１つずるある全国的な組織の

団体でございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 ほな、今はやりのいわゆる

天下りの先の外郭団体の一つということか。

いや、メンバー見よったら、どうもそんな感

じがするんやけども。そりゃ分からんことな

いわな、権力握って、許認可握っとうから

な。まして毒ちゅうなものをいらうんやはか

いに分からんことないけど、民間はちょっと

いらえんような感じがするんやけども。だか

ら、その辺は僕は役員の経歴を見たら、大体

そこの会社だろうが会だろうが、おおよそ見

当つきますよ。だから、聞きよんで。会長さ

んは何とかの何とかというて言われた、国会

議員らしいけども、あと役員連中がどんな名

前で連ねとんか。これほんまに調べててわか

らへんのやわ。で、おかしんやわ。まして何

とか、財団法人とかなんとかやったらオープ

ンにしとらないかんさかいに。それ出してく

れる、ほんなら、後で。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） それでは、今

質問のありました分につきまして、あすには

提出できるように準備したいと思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 先ほど土20センチをのける

ということだったんですが、ちょっと全くも

う20センチでも大丈夫だということで、先ほ

ど専門機関もそういうことだということをお

答えになったんですが、全く、率直にちょっ

と単純に思うんですが、私も子供のときから

田んぼもやったことございますけども、そう

すると泥の深さどれぐらい、田んぼをつくる

ときに土、下の部分が上に入れかわったりす

るかというと、20センチで果たして本当に大

丈夫なのかなと率直に単純に疑問として思う

んです。それで、ということは20センチより

下の土は機械で耕しても上に上がらないとい

うことなんでしょうか。その辺は本当に安全

なんでしょうか。 

 それで、また農区長様たちにもそういうな

こともきちっと、20センチだけ変えるんです

よというようなことも言われて相談されてる

のか、その辺も、その現場の農区長さんたち

によく意見を聞かれるべきだと思うんです

が、その辺はどんなもんですか。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 一般的にトラ

クター、耕運機のつめといいますのは多分

20センチ程度であって、軸まで多分掘削とい

うんですか、耕起、耕しはできないというふ

うには思います。 

 それと、もう一点ありますのは、53年、４

年に工事をやりましたときに、当然そのとき

も20センチで、いわゆる排土客土をやってお

ります。それにつきましては、基本的には今

現在も問題なしというふうな状況になってお

りますので、まず問題はないというふうには

考えております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 耕すとき、やった方は分か

ってると思いますが、手の持ち方によって深

くなったり浅くなったりいろいろございます

し、私は20センチより深い土が上に上がり得

る可能性は大いにあると思っております。そ

れで、先ほど部長は農区長さんと相談すると

もしないとも、そういうなことはお答えにな

っていないんですけれども、私はぜひその辺

のことをよく、実際に田んぼをつくっとって

の人と相談されて、本当にこれで安全なんか

なと。今のことから推測すると、要は20セン

チまでの土だけ変えたらええと、それより下

は、もし問題がある土があっても上に上がら

んというようなことではないかと思うんです

が、現実的には私はもうそういうことでは決

してないと思います。だから、20センチより
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下の土が上に上がらないということは私はあ

り得ないと思いますので、実際に農業をやっ

ている人たちとよくその辺もう一回話をして

いただきたいと、私は強くこの点は要望しと

きます。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 農区長さんと

も１回相談してみたいというふうには考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 嶋澤達也議員。 

○嶋澤達也議員 この工事をしていただくの

は結構なことですが、農区長とか田んぼの地

主の方ということで相談をされてるというこ

とでいろいろと答弁聞いておりますが、そも

そも原因を起こしたのは東芝でしょ。それ

と、この矢田部とか糸井だけじゃないんです

よ、太子町の米は汚染をされてるという悪評

がありますから。事実私も米のことについて

は携わっておりますけど、そういう悪評は過

去何年も聞いております。ただ、太子のその

場所はそういう場所で、あとは大丈夫なんだ

よということを説明はしておりますが。まし

て、きのうきょうじゃないですけど、事故米

ありますね、三笠フーズの問題、テレビ等で

もうわうわう言うてますわ。それと同じこと

に近いですね。太子町の米は汚染されてると

いう悪評が過去根強く伝わっておりますよ。

風評は出てますよ。 

 だから、いち早く原因者負担で、やはり今

通産省から先日も出てましたね、回覧板で配

ってました、電気工事で商品はこういうん

で、欠陥商品ですから回収してくださいと

か、申し出てくださいと。先日もナショナル

の何だったかな、乾燥機ですか。やはり、そ

れだけの一流メーカーはそれだけの原因者負

担で、今回は無料負担のあれでしょ、ナショ

ナルやってますやんか。 

 今回で天下の東芝さんが、さんをつけさせ

てもらいますけど、太子町についてはいろい

ろと貢献していただいてますけど、だけどこ

ういう、先日も神戸新聞から各紙、汚染され

た名前は定かでは、私は覚えてませんけど、

２万6,000倍も土が汚れていると、そういう

もあるということを各紙で報道されてます

ね。だから、そういうことを東芝さんが責任

を持って、メーカー責任として太子町のこの

地域は改良してますと。それ以外について

は、水の流れです、簡単に私の解釈ですけ

ど、水の流れで下とか横というのは、下は被

害をこうむる可能性はあります。だけど、水

の流れの違うところで田んぼの被害はないと

思いますけれど、やはり太子町のど真ん中で

すから、その周辺が汚染されて通常の工事に

かかるというふうなことでは、これはもうあ

りがたいことですし、一日も早くしてもらい

たいんですけれど、その前に太子町の米はそ

ういうことは心配ありませんよとメーカー責

任として公表するべきでないですか。で、そ

ういうことをしておいて工事に入るというの

が本来の常道だと思いますけど。 

 ましてきのう、きょうじゃないですけど、

それだけのテレビであんだけ事故米、ここの

矢田部というんか、今部長言うてましたけ

ど、米についてそういうな汚染されてました

というようなことは今答弁の中ありましたけ

ど、その米の行方はどうなったんですか。そ

れまた事故米のどっか行っとんですか。そう

いうことも考えられるでしょ。もう本当にこ

れは、今回一番大事な時期ですから、だから

その辺のことを、まず先整理しておいて、近

隣住民に、安心できるお米ですよと、それに

ついてはこういう工事をさせてもらうんです

よという説明が要ると思うんですよ。 

 地域のせんだっての２万6,000倍の何かと

いうやつについては、周辺の住民については

説明しましたと。そりゃ当たり前のことです

よ。それより、太子町の東芝の工場というの

は全国でも有名ですから、皆ちょっと東芝と

いうたら太子にあるなということで、よくご

存じですよ。太子の米の、東芝２万6,000倍

汚染されてると、神戸新聞の記事だけだと２
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万6,000倍汚染されてると、それだけの記事

でしたよ。朝日については、それについては

心配ありませんというようなこともちょっと

注意書きありましたけど。それがもっと大事

だと思うんです。だから、それをして、その

後に工事に入っていくというのが本来の姿勢

ではないかと思うんですけど、それについて

いかがですか。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 まず１点目、悪評について私は聞いており

ません。 

 それと、汚染米はどこへやったと、どう処

分したのかというご質問ですけども、これに

つきましては、この１月の委員会で報告させ

ていただいております。 

 それと、汚染米について、先に住民にとい

いますか、関係者に知らし工事の説明をすべ

きだということですけども、これにつきまし

ては先ほども言いましたように、農区長さん

を通じて関係者の方にお知らせし、とれた玄

米調査をした中で、その都度報告いたしてお

ります。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 嶋澤達也議員。 

○嶋澤達也議員 部長、悪評被害あなた聞い

てないということだったよね。本当にです

か。太子町の米は汚染されとるというような

ことは、もう何年も前から言われてますよ。

それは、東芝の水の流れのあの矢田部の辺や

ということは僕は言うてますけど。姫路の方

から、私米を納めとうとっからでもちゃんと

聞きましたよ。そんな話聞いてないというよ

うなことやけど、そういうことは下々の間で

は十分伝わってますから。 

 それと、僕はさっきから言うように、太子

町のカドミとか、それからこの間の新聞報道

ではないですけど、東芝の関係で土が汚染さ

れてるということは、そういうとこで神戸新

聞からあれでしょ、全部報道されてるわけで

しょ。だから、太子町のたとえ一部といえど

も、汚れてるということだけは、太子町の周

辺の人は、太子町の東芝と限定しませんよ、

太子町のということになりますからね。 

 だから、農区長さんだけに説明しとんじゃ

なしに、私の言うのは住民の方に太子町の米

は安全ですよと、そういうことをまず知らせ

るべきでないですかということを言よる。だ

から、一部の地域だけでなしに太子町の回覧

にちょっと町報にでも広報されたらいかがで

すかということを言うてるんですよ。で、ま

たするべきであると言よる。それに費用要る

んだったら、原因者負担の東芝に責任を持た

せたらいいんでしょ。そういうことを僕は言

うてるんですよ。 

 住民には事故米をあんた委員会で報告した

言うけど、私の言よんのは、このきのうの三

笠フーズじゃないですけど、どっからどう入

ってどないかになって食料に、いやしょうち

ゅうというんか、食品に使われてるでしょ

う。だから、そういうことが、テレビでわう

わうやってますやんか。だから、そういうこ

とを一掃する必要があるんじゃないですかと

いうことを言よんですよ。私は住民に対して

ですよ。私ら委員会に対して、私は議員で皆

さんに報告に回らなあかんのですか。そり

ゃ、回るべきだったら回りますよ、安心です

ということを。だけど、私原因者負担である

東芝が、そういうことは心配ないですよとい

うことを知らすべきでないですかと言うとん

のじゃ。 

 座ったら、物言う回数があるから言うてま

すけど……。 

○議長（北川嘉明） 簡潔明快に質疑してく

ださい。 

○嶋澤達也議員 だから、そういうことや。

あなたが変な答弁をするから、尋ねなあかん

のや。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 先ほども言い

ましたように、悪評については聞いておりま
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せんし、一般町民、住民からそういう話も産

業経済課のほうでは聞いておりませんので。

何も聞いてない中でわざわざそういう報告、

広報等で流すのもいかがなものかというふう

には思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 それはおかしいよ。常識的

に、前からトリクロロエチレン、それから、

今度はカドミ、太子の米はというて言われて

ますやん、そんなことは。あんたらが知らん

だけじゃがな、何を言うとんどい。そういう

ことをはっきりしとかいけない。 

 ただ、安心できるということを公言できる

かどうかなんよ、問題は。できなかったら、

公表しないちゅうことになるんや、実際は。

その辺のことが確信があったらちゃんとした

らええ、広報にちょっとぐらいのこと書いた

りして、住民も対外的にも安心できなあかん

ねや。 

 ただ、今の、先ほどの三笠フーズのことで

はないけども、事故米がほかに使われとると

いうようなこともあるんやから、どこへ出た

からどうなったというのは非常に分かりにく

い、ごまかしが日本じゅう横行しとんやか

ら。だから、安心してくださいということが

あって初めて太子の米はなるんや、当たり前

のこっちゃがな。それをはっきりしといてく

ださいよ。 

 それで、今村田議員も聞きましたけど、こ

の地図で見ても、昨年度はたまたま稲作で、

よく中干しする人とまたそうでない人とのつ

くり方にもよると言われているような稲作の

中では、よく中干ししたら稲も吸うんやとい

うようなこともあるようですけども。ちょっ

と46年から振り返って、この地図に排土客土

やったところ、それから天地返しで対応した

ところ、珪カルで一時しのぎを今までやって

きたところということをきちっと整理をし

て、ほで後の残った田んぼはほんまに大丈夫

なんかと。 

 ほで、この飛び地飛び地が今回あるでし

ょ、糸井なんかで。おおよそこの線路南にま

で出てるわけです。だから、それから南につ

いては行政が違うから関係ないんやと、姫路

市は姫路市で勝手にやんなはれと、こうよう

なことをこの間言ったんだけども、やっぱり

上からだんだんだんだん汚染土壌が移動して

いくと。それも水口と落としとは若干違うと

言われているというのは前に言いました。 

 もう一方で、もう立岡、矢田部でもかなり

のところが宅地化されてる。それで、宅地化

されたとこはええがなというて前にも言うた

ことがありますわ。だから、そういうことを

含めて、今あいてるところで後にこういうこ

との問題は、まず起こらないと保証できます

か、これで。未対策のところはないというこ

とになりますかということを言よんじゃ。そ

れだけはっきりしてほしいと思うんです。 

 この事業でカドミに関しては完了と言える

んかどうか。これは、46年当時からもうこう

いうことを論議してるわけですよ。これで安

心かというたらそうでないことが起こっとん

やこれ、現実に。それほど汚染するというこ

とは大変なことになるわけですよ。会議録何

ぼくってもうても、そういうことは何回もあ

ります。だから、そういうことで安心できる

かどうかがこの工事を通じてどうか。 

 それから、搬出土壌は、どこの処分場と言

うたんかいね、もひとつよう分からんけど

も。どこの処分場へ、全量7,722、予定のも

のは出すということなんやね。それも確認し

ときたいと思います。 

 それから、これまでの汚染米はＪＡという

ことなんやけど、実際どこ行ったんかいね、

ほんまに。追跡しとかなんだら、大きなこと

言われへん。それちゃんとしとんやね、太子

のここの米はどこへ行ったというて。そこら

も言えてこそ、社会的には信用が担保できる

ことになるわけです。そういう点からはっき

りさせていただきたいと思うんです。 

 ただ、契約の相手方の者については、役員
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等はあした提出するということですから、あ

したに質疑はその部分は残しますけども、す

べての理事、やっぱりどういうところからど

ういう形のこれの役員になっとるか。土地改

良というのは一番前々から問題です、選挙を

通じても、ほんまに。特定の候補者を応援し

たり、何者かということになるんよ。だか

ら、はっきりしてもらわな困る。ほいで、そ

こに金が落ちていくような仕組みに加わるこ

とは問題だと思うんです。 

 そういうことと、それから私は今20センチ

ということを、今も論議もありますけど、

20センチが安心かというたらちょっと微妙じ

ゃないんですか、今までがそうですから。微

妙なことは、さらにこういう機会に、どこま

でとるかというのは、またそれは微妙なんや

けどもね。だけども、後に安心できるだけの

排土、ほで客土をやると、こういうことでな

いといけないと思うんですけども、その点に

ついても説明を求めます。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 たくさんお聞きしましたんで、ちょっと抜

けたら、またお願いしたいと思います。 

 まず、今回参考資料の着色してないところ

については安全かという話なんですけども、

これにつきましては、今後やはり３年ないし

はそれ以上でも玄米調査しながら検討してい

きたいというふうには考えております。その

中で、また0.4ｐｐｍが出るようであれば、

その時点で排土客土をするのか、そういう旨

を検討していく必要があるというふうには考

えております。 

 それと、最終処分場、汚染といいますか、

ちょっとカドミが入っております汚染土につ

きましては、神戸市西区の神出、神さんの神

と出るという字を書くんですけど、神出処分

場というところに持っていって処分をすると

いう予定になっております。 

 それと、今回もそうですけれども、汚染米

0.4以上出た場合につきましては、それをす

べて回収しまして、焼却処分をしているとい

うところでございます。 

 それと、排土客土の20センチ、これも先ほ

ど言いましたように、土壌のカドミの調査、

検査につきましては、いわゆる地盤から15セ

ンチということでの検査をしなさいというこ

とになっております。また、過去の経緯でも

言いましたように、過去の排土客土におきま

しても20センチということで実施いたしてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 姫路の飛び地。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 前にも言いま

したように、やはり太子町としましては、姫

路市さんに対してどうこう言えるもんではな

いというふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） すべての理事とかのよ

ったけど、それどないするん。 

（桜井公晴議員「当初どういう対策を

したか、それちょっと地図で整理して

くれへんかと言うただけや。既に済ん

でしもうとる、住宅にしてしもうとる

とこもあるけど」の声あり） 

○経済建設部長（冨岡慎一） 済みません、

申しわけありません。 

 過去の46年で出たわけですけども、現実的

には53年、４年と、いわゆる排土客土、天地

返し等の工事をやったわけですけども、これ

の各地域によっての排土客土、天地返し等に

つきましては、図面等が残っておりませんの

で多分分からないと。区域については、おぼ

ろげながら分かるといった状況でございま

す。 

 区域につきましては、現在の農地であれば

あらかた分かるというふうには思います。 

 ですから、これにつきましてもすぐにはで

きませんので、あすにでも出させていただき

たいというふうには思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 
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 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 先ほど来の汚染米の話なん

ですが、過去３年間ぐらいでいいんですが、

その汚染米の行方というんですか、どこに行

ったか、ちょっとお教えいただけますでしょ

うか。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 少なくとも

0.4ｐｐｍ以上に出た分につきましては、す

べて焼却したというふうに聞いております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１２ 議案第５０号 地方自治法 

        の改正に伴う関係条例の整 

        備に関する条例の制定につ 

        いて 

○議長（北川嘉明） 日程第12、議案第50号

地方自治法の改正に伴う関係条例の整備に関

する条例の制定についてを議題とします。 

 本案については、８月28日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なし。 

 ないようですので、これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第50号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり総務常任委

員会に付託することにしたいと思います。ご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、議案第50号は総務常任委員会に

付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１３ 議案第５１号 太子町報酬 

        及び費用弁償に関する条例 

        の一部を改正する条例の制 

        定について 

○議長（北川嘉明） 日程第13、議案第51号

太子町報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題としま

す。 

 本案については、８月28日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第51号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、議案第51号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１４ 議案第５２号 太子町ふる 

        さと応援寄付条例の制定に 

        ついて 

○議長（北川嘉明） 日程第14、議案第52号

太子町ふるさと応援寄付条例の制定について

を議題とします。 

 本案については、８月28日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 村田興亞議員。 

○村田興亞議員 この太子町のふるさと応援

寄付条例の制定でございますけど、ふるさと

への思いを持つ方やまちづくりに共感を持つ

方の寄附金を広く募るということですけど、

仮に、そういうふるさとを遠く離れた方に対
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してこの条例について周知徹底する場合どの

ような方法を考えられているのかというよう

なことと、それからこれに対して、例えば、

条例そのものでは具体的にあれしていません

けど、規則等であれされるんかも分かりませ

んけど、金額的に、例えば幾らでもいいの

か、その辺が、基準というのが分からないわ

けですけど、そりゃ寄附だからそれでいいん

でしょうけど、そういう基準的なものは考え

られておるのか。 

 それと、これに寄附することによって住民

税とか税額の控除ということもあるわけです

けど、それはそういう寄附された方に対して

そういう書類等を発送し、本人が、例えば市

とか在住しているとこで持っていってするの

か、それについてはどうなんか、ちょっとお

聞きしたいと思います。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、寄附の受

け入れの募集の方法でございますが、これは

インターネットや広報紙、そしてチラシ等を

作成いたしまして、東京のそういう県人会と

かいろんな同窓会、そういった会合があると

こへお配りをさせていただいて募集を募らせ

ていただくという形を考えております。 

 それと、金額につきましては、参考資料の

ほうの規則のほうに、１口1,000円とすると

いう形での寄附を募らせていただきたいとい

うことでございます。 

 それと、控除の方法につきましては、やは

り寄附の申し出がございましたら、そういっ

たものの書類をうちのほうで、相手方に確認

いたしまして、関係書類は送らせていただく

んですが、正式にその寄附が入ったのを確認

いたしまして控除の証明書を発行するという

流れになると思います。 

○議長（北川嘉明） 村田興亞議員。 

○村田興亞議員 それと、例えば寄附を受け

付けた場合、こういう寄附ですから匿名とか

そういうこともあると思うんですけど、特に

名前の匿名希望がある場合は別として、名前

の表示とかという場合については町で、その

辺はもちろん管理はされてると思うんですけ

ど、一般の我々にはそういうあれが分かるよ

うになるわけですか。その辺はどないなる予

定ですか。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 一応募集を、寄

附の申し込みをさせていただくときに、匿名

か氏名公表か、そういったものも確認をさせ

ていただいて、一般的な広報とか、そういう

ホームページで寄附者の方の公表というんで

すか、そういった形をとらせていただくとい

うことでございます。したがいまして、一般

の方にも、どなたが寄附されたかというのは

分かろうかと存じます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 これでどの程度を期待する

かやね。どこともがいろいろ鳴り物入りで一

応はしたんやけど、どの程度をここで期待す

るかということですけども、町としては条例

で制度化して、どの程度こういうことがある

だろうと思うとんですかいね。それをちょっ

と聞かせてください。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） いろいろと各近

隣の状況も調査をさせていただきました。や

はり、どないいうんですか、大きなとこもあ

れば少ないとこもあるということでございま

して、太子町におきましては、目標は高く持

ちたいとは思いますが、ここで何ぼという目

標数値までは設定をいたしておりません。努

力をしたいということでございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 町の値打ちがなかったら僕

はあかん思うんや、何でもやけど。やっぱり

そこに寄附をしたいなあという意思が働くよ

うなことが一つの大きな、やっぱりしようっ

ていうふうに発想していくようなことになる

思うんやけど、そういうことをせなんだら、
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ほんまに太子にしとったってしょうがないわ

と、こうなりまへんか。その辺のことだけど

ないかいなと思うとんですけど。やっぱり、

これは町長が答えるべきや。ここへしたいと

いうような意思が働くようなことがなかった

ら、何すらいな、そりゃ。だから、私は何を

期待しとんか、どの程度期待しとんか言うた

んや。どないや。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） これどことも、この基

金条例を上程するときに悩んでおるところで

ございますが、私自身も太子町にこういうと

ころが、いいところがありますよ。それか

ら、今ブームになっております東国原知事の

ように、宮崎県の物産とか、そうしたものを

どんどん興される、そして頑張っていらっし

ゃると。そしたら、太子町に一体何が、やは

り聖徳太子、斑鳩寺というようなことが言え

るんですが、これも神社仏閣等々の問題で宗

教的な面も考えられます。しかし、反面、指

定寄附になればこれは受けなければいけない

んではないかなという思いもございますが、

アピールするところ、本当に難しゅうござい

ます。 

 私自身もこのふるさと応援寄付条例の制定

について、そうしたところはまだいまだに頭

を抱えているところでございます。しかし、

地域懇談会におきましても話しする中で、ど

うしたもので町をおこしていくかというよう

なこともいろいろとご相談をしているところ

でございますが、その中には名案もなかなか

ないというようなところでございます。でき

るだけ、しかし今やはり聖徳太子ゆかりの町

として名をはせておる太子町でございますの

で、やはりこのパンフにはそうしたものを載

せていきましてアピールしていきたいなと、

このように考えております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 ＰＲをしたり、それからチ

ラシで知らせるということのその原価は別に

置いといて、いわゆる発送をしたり、それか

ら寄附をいただいて、それの書類手続を発送

したりする、１口1,000円という金額を設定

されとる、これ仮に1,000円やった場合には

１回どれぐらいな原価がつきます、事務手続

上に。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） １口1,000円と

いいますのは、どなたでもしていただけるか

なということでの設定でございます。 

 そして、寄附の申し出がございましたら、

当然にそれに対しまして申込書を郵送させて

いただきます。その申込書を郵送させていた

だきまして、向こうからの返却ということに

なりまして、それから納入通知書とか、そう

いう銀行用紙の振り込みとかという発送にな

りますので、その重さが最低の郵送料としま

したら、それが80円掛ける３倍ということで

ございます。それと、あと印刷用紙の印刷代

という経費でございますので、金額的に見ま

しても300円前後でおさまるんじゃないかな

という計算でございます。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 その事務手続はロボットが

するんですか、だれがするんですか。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） これは職員がい

たしますが、これにかかる時間的なものはそ

んなに、１時間も２時間もかかるというもの

ではございません。したがいまして、今の計

算の中には人件費相当分は含まれておりませ

ん。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 何遍も言うようやけども、

原価というのは人件費が含まれておりません

というような原価計算は聞いたことない。そ

ないな、太子町だけに通用するような原価計

算出さんと、全国に通用するような答弁して

ほしいと。これ以上言わんけども。 

 だから、僕は何で言うたかというたら、
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1,000円というのはいかがなもんかなと言う

とんねや。だから、もうちょっと金額、１万

円ぐらいが妥当でないか。だから、1,000円

決めたというのは原価計算して、そこそこい

けるんと違うかというので1,000円を出した

んかという、根拠はそこになるわけでしょ。

それで聞いとるわけで、１万円なら私はこう

いう質問はしなかったんやけども、1,000円

やから聞いとっきょんです。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 検討する当初は

１口5,000円以上とかという話もございまし

た。しかし、これはそういう寄附をしたいと

いう方の気持ちを酌み入れるということでご

ざいますので、できるだけそういう寄附のし

やすい形ということでの1,000円でございま

す。したがいまして、郵送料240円かかりま

すが、人件費を含めて1,000円以内ではいく

と。ただ、寄附に対して金額で比較して、か

かるからそれは受け取らないといった、そう

いう寄附ではございませんので、そういう

1,000円という形をとらせていただいており

ます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第52号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり総務常任委

員会に付託することにしたいと思います。ご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、議案第52号は総務常任委員会に

付託することに決定しました。 

 この際、暫時休憩します。 

 再開は３時15分。 

（休憩 午後３時00分） 

（再開 午後３時16分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１５ 認定第１号 平成１９年度 

        兵庫県太子町一般会計歳入 

        歳出決算の認定について 

  日程第１６ 認定第２号 平成１９年度 

        兵庫県太子町国民健康保険 

        特別会計歳入歳出決算の認 

        定について 

  日程第１７ 認定第３号 平成１９年度 

        兵庫県太子町介護保険特別 

        会計歳入歳出決算の認定に 

        ついて 

  日程第１８ 認定第４号 平成１９年度 

        兵庫県太子町老人保健特別 

        会計歳入歳出決算の認定に 

        ついて 

  日程第１９ 認定第５号 平成１９年度 

        兵庫県太子町墓園事業特別 

        会計歳入歳出決算の認定に 

        ついて 

  日程第２０ 認定第６号 平成１９年度 

        兵庫県太子町下水道事業特 

        別会計歳入歳出決算の認定 

        について 

  日程第２１ 認定第７号 平成１９年度 

        兵庫県太子町前処理場事業 

        特別会計歳入歳出決算の認 

        定について 

  日程第２２ 認定第８号 平成１９年度 

        兵庫県太子町水道事業会計 

        決算の認定について 

○議長（北川嘉明） 日程第15、認定第１号

平成19年度兵庫県太子町一般会計歳入歳出決

算の認定についてから日程第22、認定第８号

平成19年度兵庫県太子町水道事業会計決算の

認定についてまでを一括議題とします。 

 上程中の認定第１号から認定第８号までに

ついては、８月28日の本会議で既に提案理由

の説明が終わっていますので、これから総括

質疑を行います。 
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 質疑を通告されました議員に申し上げま

す。 

 質疑は一般質問席でお願いします。 

 質疑、答弁は一括で行い、簡潔明快にお願

いします。 

 また、今期定例会では時間制により総括質

疑を行うことになっておりますので、よろし

くお願いします。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 村田興亞議員。 

○村田興亞議員 それでは、通告に基づきま

して、村田興亞、総括質疑を行います。 

 本年度の決算を見させていただきまして、

その中で２点ほど質問をさせていただきま

す。 

 まず１点目は、大口滞納の対策についてと

いうことで、町税の収入額は42億705万

4,768円ということで、歳入総額の51.10％を

占めているわけです。約半分町税収入という

ことです。その収納率は90.8％となってい

る、前年度よりは少しよいということになっ

ておりますけど。その中で収入未済額が４億

828万6,543円で、この中身の大半が大口滞納

で占められていると、こういうことになって

いるわけですが、これについては非常に私は

問題であると思うんです。厳しいときだから

こそ税の確保と公平の負担の原則から、徴収

には万全を期すべきと思うわけですけど、今

後の対策を伺うわけです。 

 それから、２点目について、財政健全化の

判断比率について。 

 これについてちょっときょうも変更があり

ましたので、事前に数値の訂正をお願いしま

す。 

 ここに書いてます下から３行目の実質公債

費比率が17.1が16.9％、将来負担比率が

153.2％とありますけど、きょうの報告にあ

りましたように、変更で144.8％で訂正をお

願いいたします。 

 ２点目の財政健全化判断比率について、き

ょうも説明があったわけですし、提案もあっ

たわけですけど、地方公共団体の財政の健全

化に関する法律が施行され、指標の公表は、

平成19年度から財政の健全化の策定を義務づ

けるということで、平成20年度の決算、すな

わちことしから適用となっているわけです。 

 今回の太子町の健全化判断比率では、実質

公債費比率が16.9％、これは過去３年分とい

うことで、将来負担比率は144.8％となって

おります。参考資料にも計算式等もあるわけ

ですけど、これだけでは非常に分かりやすい

財政情報の開示が十分かというとそうでもな

いと思うんですけど、その辺についてもお伺

いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） 村田議員の質問に対し

まして答弁をさせていただきます。 

 平成19年度におきましては住民税への税源

移譲がございまして、町税の収入済額は42億

705万4,768円と、前年度と比べまして４億

1,120万962円、10.8％と大きく伸びておりま

す。税が歳入総額に占める割合も51.1％と高

まっているために歳入未済額を減少させ、自

主財源を確保することは、ご指摘のとおり重

要な課題であると、このように認識いたして

おるところでございまして、滞納者との納税

相談におきましては、滞納額を増加させない

ためにも現年度分の納期内納付の確約等、ま

た滞納繰越分につきましては、一括納付が困

難な場合にあっては債権の確保を目的に分納

の誓約書の提出を指導しているところでござ

います。 

 また一方、納税相談に応じない方に対しま

しては財産調査を実施いたしまして、15件の

財産差し押さえと、２件の参加差し押さえを

実施したところでございます。19年度におけ

る差し押さえの特徴としましては、債権が

10件占めており、276万3,793円が換価により

収入に結びついております。今後とも納税相

談に応じない悪質な滞納者や大口滞納者に対

しましては財産調査を強化いたしまして、滞

納処分、特に換価の容易な債権を中心に差し

押さえを実施いたしまして、税収の確保に努
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めていきたいと、このように考えておるとこ

ろでございます。 

 次に、２点目の財政健全化判断比率につい

てでございますが、今時議会で初めての報告

となりますこの財政健全化判断比率につきま

しては、先ほど提案報告させていただいたと

ころでございますが、資料につきましては、

議案の参考資料として添付しております現在

の36ページの分量が現在のところ適当ではな

いか、そのように考えているところでござい

ますので、ご理解をお願いするところでござ

います。 

 この資料につきましてもいろいろとあろう

と思いますが、なかなか算出基礎からといい

ますと、基礎にする母体がすべてを把握して

おかないとなかなか難しいというようなこと

もございますので、今こうした資料を添付さ

せていただいておるところでございます。 

 私どもといたしましては、各比率の結果を

もとに今後の財政運営を慎重に対処していか

なければならない点が重要と考えているもの

でございます。大型事業における資金調達で

補助金、交付金のほかに起債、一般財源とあ

るわけでございますが、新規の地方債をゼロ

というのもなかなか難しい面があろうと、こ

のように思っております。基本的には新発債

はできる限り控えたいと思いますが、やはり

世代間の公平な負担ということも念頭に置か

なければいけませんし、その辺はきっちりと

抑えていきたいと、このように考えておると

ころでございます。 

 いずれにいたしましても、今後は各指標を

もとに対応をしていきたいと、このように考

えておりますので、どうか今後ともよろしく

お願いいたします。 

○議長（北川嘉明） 村田議員。 

○村田興亞議員 今町長の答弁をいただいた

わけですけど、大口滞納について４億828万

円という価格は、やっぱりすごい金額だと思

うんです。それで、それが税の未収、滞納と

いうことで、民間やなんかであったら本当に

そのお金を徴するためにどうすべきかという

ことをかなり真剣に考えると思うんです。も

ちろん町税収税対策あるいは納税相談とかは

されてると思うんですけど、現実に、先ほど

言いましたように、税の公平負担、ましてや

そういう大口の滞納がされてるということ

は、まじめにしてる人については非常に申し

わけないというか、そういう公平さがないと

思うんです。これについて、具体的にその辺

が分かるかどうか分からないんですけど、そ

の大口滞納されてる方について、例えば将来

的に、今非常に経営が厳しいとか、あるいは

そういうことで滞納はされてると思うんです

けど、将来的にその辺が、徴収不能になると

か、あるいは経営が行き詰まるとかというこ

とになったら全く取れなくなると思うんです

けど、そういうことの納税相談も含めて指導

をどうされてるのか。 

 それと、このずっと滞納については積年で

その分の年数が積み重なってるのか単年度だ

けなのか、ちょっとその辺についてもお聞き

したいんです。 

 それと、先ほど町長のお話もありましたよ

うに、差し押さえとかいろんなことも含めて

考える、債権の確保ということですけど、や

はり具体的に、よく新聞等でも出てるとこで

も強権発動をされてるとこ、あるいは、ここ

の場合の大口滞納に適するかどうか分かりま

せんけど、税を滞納しとる人に対して、例え

ば貸金業者に対する訴えもするとかというこ

との問題も出ておりますけど、そういうきめ

細かなことも含めて太子町は取り組んでいる

のかどうか、その辺をちょっとお伺いしたい

んです。 

 それと、もう一点の財政健全化の判断比率

でございますけど、今の答弁ありましたけ

ど、やはり私はちょっと財政情報の開示は不

十分だと思う。それで、これはやはり町民も

十分そういうことを理解しなければならない

し、ましてはそういう健全化が、早期健全化

の段階か、あるいは再生段階に入るかという

ようなことになった場合にもこれは大変です

し、今も余談にというか、例えば合併したと
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こで、篠山市等がいろいろ言われておりま

す。箱物行政をしたために、例えば支所を廃

止するとかというようなこともいろいろ出て

るわけですけど、当初の合併議論から外れて

るというようなことで、合併特例債を余りに

も使って、特例債があるからといっても、や

っぱりあめの部分を使って返済も出てきて、

下手をすると再生団体になるかも分からんと

いうことも新聞記事等でも言われておりま

す。そういうことがやはり起こらないため

に、今回国もこういう法律できちっとしてる

と思うんですけど、それに対して、ただ国が

基準を示したということだけではなしに、太

子町もその辺を率先して垂範実行すべきだと

思いますし、その中で、例えば大型事業やな

んかは、今回太子町はまだ実施しておりませ

んけど、将来調査をやるとか、あるいは大型

のをした場合については、そういう将来負担

比率も含めてかなりそういうことが、パーセ

ンテージが上がってくると思うんですけど、

そういうことの将来的な見通し等も含めてど

うか。あるいは、これは一般会計、普通会計

だけということになりますと、そういう、例

えば公営企業ということに対してもそういう

見方をきちっとすべきではないかと思うんで

すけど、その辺についてはいかがでしょう

か。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） お答えします。 

 まず、第１点目の収税の関係でございます

が、今現在50万円以上の大口滞納者、約

350人いらっしゃいます。その金額が本当に

大きなウエートを占めておるところでござい

まして、これにつきましては過年度分も含

め、やはりこうした方におかれましては、現

年分もそうした滞納傾向にあるのが現状でご

ざいます。そうしたところをしっかり踏まえ

て、最終的には私も、おっしゃるように、昨

年の県の収税室から派遣いただきましたそう

したご指導のもとでノウハウを担当者のほう

が把握いたしておりますので、差し押さえ

等々の手段に入っていかなければ、なかなか

解決するのも難しいだろうと、このように考

えるところでございます。 

 また、この近所では相生市さんですね、貸

金業の、どういいますか大手利息以上の不法

徴収というんですか、高利等々の関係で、そ

の分を逆に貸金業者から取り戻して税に納入

するというような法的手段で臨むというよう

なことが新聞等で報道されております。この

件についても、取り組みはなかなかいい取り

組みなんです。しかし、実際にやっていこう

とすれば、大変な手順を踏んでいかなければ

なかなかスムーズにといいますか、手順よく

いく問題でもございません。そこらは、我々

も太子町としましても慎重に考えていきたい

と。やはり、それまでに納税相談等々でそう

した実態もしっかり把握しないといけない

と、このように考えますし、また逆にその家

庭の中へも多大に踏み込む部分もございます

ので、そうしたところを慎重に取り組みを進

めていきたいと、このように考えるところで

ございます。 

 それから、２点目の財政健全化判断比率の

関係でございますが、いみじくも先ほど資料

の点で、町民向けの理解していただけるよう

な広報のあり方も入ってこようと思います。

どのように持っていけば本当に町民の皆さん

も、どういいますか、こういうことで積み上

げがなされ、将来的にはこうなんだなという

ようなことが分かっていただけるんだろうか

なということを思いますと、これなかなか難

しい面があるんではないかなと、このように

考えるところでございまして、どういいます

か、今時何分初めてでございます。また、よ

その自治体のそうした資料、それからネット

等、ホームページ等で広報なさっているとこ

ろも勉強していく必要もあるんではないかな

と、このように思います。 

 こうした問題、何分町民の皆さんにも十分

理解していただかなければならないと、この

ように思うところでございますので、そうし

たところは積み重ねていって、より分かりや

すい方向に検討を加えさせていただきたい
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と、このように思います。 

 財政的にいろいろなすべての特別会計、企

業会計、恐らく連結決算のことを言われてい

るんだろうと思います。そうしたところを

我々も、もうこれ公表していかなければいけ

ないというところで、今現時点ではこの健全

化比率が、きょうも神戸新聞等々に報道され

たところでございます。何分私自身今のとこ

ろは箱物には余り手をつけておりませんが、

しかしまた給食センター問題、庁舎問題等々

も対応をしていかなければならないと、この

ように思いますので、そうしたところはやは

り数値等々十分に頭に置きながら対応を考え

させていただきたいと、このように思いま

す。 

 そうした中で、きょうも質問をちょうだい

いたしております教育施設の耐震化等々につ

きましては、でき得るだけ補修で対応をして

いきたいと。今までですとできるだけ、どう

いいますか、新しいものに改築していこうと

いう考えもあっただろうと思います。私は逆

に、使えるものは極力費用、経費を少なくし

て補修で対応をしていきたいと、このように

考えております。ご指摘の点も十分踏まえな

がら、今後の取り組みをさせていただきたい

と思います。どうもありがとうございまし

た。 

○議長（北川嘉明） 村田興亞議員。 

○村田興亞議員 今町長答弁いただきまし

て、大口滞納についても十分そういう配慮、

納税相談等も含めて、とにかく公平でなけれ

ばならないと。正直にした人が損することの

ないような形で収税対策というものを強行に

やっていただきたいっていうことを特に望ん

でおきます。 

 それから、今の財政健全化の判断比率につ

いても、今答弁もありましたけど、今、今年

については第１回目で、そういう数値の中に

収まっておりますけど、やはり将来今言われ

ましたような学校の耐震化の問題、庁舎の問

題をすると一気にぐっとその分が上がってく

ると思いますんで、そういうことも含めて将

来計画的には十分配慮しながら、この健全化

が太子町の財政、まして単独を決めたわけで

すから、それによって太子町は十分やってい

けるんだということの判断と、この健全化と

いうものを維持するために最大の努力をして

いただきたいと、こういうことを要望しまし

て、私の総括質疑を終わります。どうもあり

がとうございました。 

○議長（北川嘉明） 以上で村田興亞議員の

総括質疑は終わりました。 

 次、桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 通告の順に総括質疑を行い

ます。 

 最初には、施政方針、当初にあるわけです

が、その中の主要施策への取り組み等につい

てでございますけれども、この決算年度の施

政方針の基調で強調をしておりました地方自

治体の自己決定、自己責任において、地方自

治を推進する自治能力の向上、その見直しが

緊急の課題ということ。それから、太子町と

いう行政体の存立を継続、維持し、厳しくて

も自立を目指していくという目標、また町民

の皆さんと協働しながら、かつ私自身と町職

員が危機意識と改革意欲を共有して取り組み

を進めていかなければならないと言ってきた

ことへの取り組みの経過について、１つは説

明を求めたいと思います。 

 それから、この当時にもいろいろ言いまし

たが、地域間格差が急速に拡大していること

で、住民の暮らしにかかる住民の中での格差

の問題も指摘をいたしましたが、貧富の拡

大、格差社会の拡大は、ガソリン税の値上げ

で一層厳しいものになり、深刻であります。

福祉、介護、医療、教育等の暮らしと人権、

人間としての尊厳に係ることであると私は考

えます。これらを支援することこそが地方自

治体の、また仕事の中身であり、本旨であり

ます。これらへの取り組みが緊急の課題では

ないかと思うんですが、そのことについて説

明を求めます。 

 それから、これらの基本姿勢に係る取り組

みの経過は今言いましたが、説明を求めるん
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ですけれども、反省点、また今後の対応につ

きまして説明を求めます。 

 私は改革という美名のもとにサービスの切

り下げあるいは切り捨て、国民健康保険税に

見られるような税、あるいは水道料金に見ら

れるような使用料金等の引き上げは、住民へ

の責任の転嫁であると。問われているのは為

政者の、町長らの基本的な自己決定、自己責

任ではないかと。これは合併の際における説

明でも出ていることであります。このことに

ついて説明を求めます。 

 それから次に、６項目の政策課題につきま

してですが、まず１つは、健康でいきいきと

暮らせるまちづくりについてでありますが、

すべての住民が住みなれた地域の中で尊重を

され、また毎日を健康で生きがいを持って暮

らしていけるよう保健・福祉・医療の連携を

図り、人に優しいまちづくりを進める、これ

は方針の中でも明記していることで、私も賛

成でありますが、この取り組みの経過と今後

について説明を求めます。 

 特に一般質問でも、またその時々の議会に

おいても私は再三言ってるわけでありますけ

れども、健康で暮らしていけるっていうこと

の基本には、病気にかかってもそれが早期に

発見され、早期に治療ができていくことの条

件整備だと思います。そのためには、町民健

診の機会の拡充、さらに広げていくこと、そ

して助成をしたり、人間ドックにつきまして

も当然のことで、これらの機会を拡充するこ

とが必要だと、このように考えるわけであり

ますので、これへの取り組みについて説明を

求めます。 

 それから次に、発達障害児の問題を指摘し

ているわけでありますが、これも前にも言い

ました。しかし、今時議会でも問題になった

わけでありますが、これの支援法に基づい

て、これも早期発見、早期療育、育児支援

と、これは成人になってからでは大変であり

ますから、小さい間からの対応が必要だと。

町独自の支援策について、基本的な取り組み

と今後について説明を求めます。 

 それから、地域の実情に合った障害福祉サ

ービスの充実っていう、この点については、

それぞれ本町の場合もひまわり等の計画が出

されているわけでありますけれども、地域の

実情、地域の条件、そういうものに合った福

祉サービスの充実っていうことについてはど

うだったんか。体制的にも条件的にもどう整

備されたんかにつきまして説明を求めます。 

 それから次に、介護事業についてでありま

すが、制度は、だれでも本当に気軽に安心し

て利用ができること、これがなければ介護じ

ゃないと思います。在宅、施設介護の条件整

備、それから負担軽減対策、これが必要だと

思います。そういう点での取り組みの経過と

今後について説明を求めます。 

 次に、２つ目の施策の件でありますが、豊

かな心をはぐくむ生涯学習の推進ということ

でありますが、人権尊重と生涯学習と集落学

習についてと指摘をしてるわけであります

が、まず集落学習はもう早く廃止をしたほう

がいいと私は思うんです。また、これが人間

を人間として互いに敬い合うようなことを結

局は阻害するようなことにもなって、隠れみ

のになっとると、こういうようなこともござ

います。したがって、本当に人権を尊重する

というのは、みずからが学ぶ、生涯学ぶ機

会、またそれを保障できるような条件整備が

必要だろうと。このことについて説明を求め

ます。 

 それから、方針で示しております町民みず

からが企画した創造型事業支援ということを

言ってきたんですけれども、これは実際にど

ういうことができたんだろうなあというふう

に思います。そういう点でも具体に説明する

ことと、今後何か考えることがあるようだっ

たら、その説明も求めたいと思います。 

 次に、３つ目の柱である安全で快適に暮ら

せるまちづくりにつきまして、これはトリク

ロロエチレンなんかを含めて、先にもカドミ

ウムの問題がございます。そういう中で、災

害時に備える町民の井戸的なものが町内に指

定されているわけでありますけれども、これ
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らの井戸については飲んで安全なのかと、こ

ういうことも言われておるわけであります。

これについて、やはり検査をし、またその検

査結果の情報を公開すると、こういうことに

よって町民全体が、住民が安心できるような

ことになるわけでありますが、その取り組み

につきまして説明を求めます。 

 それから、雨水整備事業で浸水に強いまち

づくりを標榜しているわけでありますが、せ

んだっての質疑でも、太子町の地形は平たん

であって少々の降雨でも安心ということを言

っているわけでありますけれども、今日起こ

っております集中豪雨が当町で起こらんでも

ないということを承知しての対策が必要であ

ると思うんですけれども、これについて再度

伺うものであります。 

 それから、４点目の豊かな緑に抱かれた活

気あふれるまちづくりで、生産性の向上と地

域に特色を生かした経営の転換についてとい

うことがあるんです。こういうことについ

て、実際にどういうふうに具体化されたかと

いうことが大事であり、今後の展開について

も方針がなければならないと思うんです。や

っぱり地域の特色を生かすということは大事

であります。しかし、それは言葉であっては

ならないと思いますので、伺いたいと思いま

す。 

 また、特産品についても同様であります。

特産品の製造、販売の拡大、地産地消への取

り組みっていうことが言われております。し

かし、本当に特産品、先ほどふるさと寄附の

問題で言いましたけれども、やはり太子町

で、材料ももちろんそうですが、本当に太子

のものがこうであるっていう、この特産品も

含めて太子に支援を送ろうというようなこと

になろうと思えば、こういうことも大事であ

ります。その点から、取り組みと今後につい

て説明を求めます。 

 それから、商工振興に対する取り組みも同

様でありますが、商工会と連携してと言うけ

れども、これは実際上本当に生きた施策とし

て言えるんかどうか。今後やはり協働しなが

ら進めていかないといけないと思うんです

が、その取り組みと今後について。 

 ５つ目の美しい景観に機能性を備えたまち

づくり、これは再三言っていることなんであ

りますが、総合公園、これからいろいろ検討

をされ再評価されて一つの方向を出そうとし

ているわけでありますが、総合公園の整備に

ついては、今団塊の世代を含めて、いろんな

技能を持ち免許を持ちしている住民もたくさ

んおられるわけでありますから、住民が参加

をする中で計画整備までやっていくような、

手づくりにしていくようなことこそ考えるべ

きでないかと思うんですが、その点につい

て。 

 それから、道路整備計画とのことを通告し

とるわけでありますけれども、道路整備計画

というのは町だけが持っとったっていけない

んですが、この計画の存在と計画を公表して

いくこと、このことがひいては優先順位を含

めて改良整備につながってくると思うんで

す。そういう点で、これからの取り組みの説

明を求めるわけでありますが、こういう計画

が宅地開発等への指導等にも結びついてくる

ものと思います。そういう点から、この取り

組みと対応について説明を求めます。 

 それから、６点目の自治と連携による力強

いまちづくりにつきましてでありますが、こ

の点につきましては、当然のことであります

が、これも文言だけ、あるいは文書だけがひ

とり歩きするものではないと思うんですが、

住民参加の機会の拡充っていう、それからま

た意見への迅速、的確な対応、課題の共有、

政策形成への活用、政策、施策決定過程への

参加拡充が必要だと思うんです。そういう点

で、町の取り組みと今後について説明を求め

ます。 

 それから、各所に住民参加と協働というこ

とを何回か言っているわけでありますが、こ

れについても、その条件の拡充こそがなけれ

ばならないと。それは決算年度を通じて本当

にこういうことが拡充されたかどうかが問わ

れるわけでありますが、その点について説明
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を求めます。 

 あわせて、情報というのは既に決定をして

しまった情報を住民に知らせる、公開する、

そういうものでは参加の意欲についても半減

をしてしまうと、また、意欲がなくなってし

まうというような状況であります。未成熟な

情報を含めた情報が開示されたり公開された

りして、初めて住民参加と協働の条件が広が

ると私は思うんです。そういう点での取り組

みについて説明を求めます。 

 次に、職員にやる気を喚起するということ

を言ってるんですが、この施策はどうだった

か、具体的にどういう取り組みで、結果どう

いうふうに展望が開けたか。こういうことは

しっかり整理しておかないといけない問題だ

と思うんですが、その点について説明を求め

ます。 

 それから、全体として、住民参加と情報公

開等の問題としては、自治基本条例という、

これは自治の法律上あること、また条例で定

めていることを含めて基本的な住民参加型の

町政施政を執行するという点で基本条例を定

める。議会は今議会基本条例を検討しとるわ

けですが、行政全体として自治基本条例。こ

れ北海道のニセコに始まっての条例でありま

すが、こういうものが裏づけとなって参加を

担保する、こういうことになるわけです。そ

ういうことについての、時期尚早とか今まで

言ってきたけれども、どう検討してきたか、

どう対応するかが問われます。それについて

説明を求めます。 

 それから、第３の大きな質問であります

が、行政情報の提供公開と行政組織のあり方

についてで、１つ目の行政情報の提供、公開

が住民参加協働の基本というて私は言うてお

りますけれども、これは施策の自治と連携に

よる力強いまちづくりと重複もいたしますの

で、私が協働の基本だということ、それを拡

充することが大事だということを指摘しとる

んで、何か意見があれば所見を求めたいと思

います。 

 それから、行政組織のあり方で、今は部と

課等によって垣根がつくられた状態でありま

す。これを流動化させることによって諸課題

に迅速に対応できることになるような、そう

いう流動的な組織にこういう小さな自治体で

は変えていく必要があると思うんです。その

ためには、部課等の組織を必要最小限にとど

めて、ふくそうします課題や業務に対応でき

るようにすることが肝要ではないかと。 

 また、課題等につきましては、どこでもや

ってるようなプロジェクトなんかのチームで

対応すべきだと、このように思いますが、い

かがか。 

 それから、４つ目の行政評価制度について

でありますが、この件についても専門家とか

行政の関係者とか、そういうものではなく

て、それぞれの事業や事務について、計画を

含むものすべてについて、住民が参加する、

住民によると言っても過言ではない事務事業

の再評価制度を確立することがこれから一層

大切であると、このように考えるわけです

が、これもいろいろ検討しとるということで

ありましたけれども、実際の制度化はまだで

あります。これまでの取り組みとこれからに

ついて説明を求めます。 

 それから、歳入についてでありますが、滞

納収入未済に対する取り組みは、今、先の質

問者への答弁でもありましたけれども、納税

相談あるいは参加差し押さえ、それぞれ50万

円以上が350件あるその実態は今まで報告は

されているわけでありますが、やはり税の公

平という点から一定の取り組みが必要だろう

と、このように思います。そういう点からの

対応について説明を求めたいと思います。こ

れは放置すると大変なことになりますので、

これからの取り組みも含めて説明を求めま

す。 

 それから、東芝からの税収と同社の用地活

用についてと通告しとるわけでありますが、

東芝の税収については、法人町民税は均等割

の300万円でええと思うんですが、固定資産

税について、土地、建物、償却資産、それぞ

れ決算年度でどれだけを収納したかというこ
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とについて説明を求めたいのと、やはり工場

跡地の、いわゆる更地に今なっているところ

を公害でいろいろ調査をしているわけであり

ますが、この用地の活用がとりもなおさず大

切であると、このように考えますが、新規事

業を含めて、この用地の活用についてどう対

応するか、東芝にどう求めるかということに

ついて説明を求めます。 

 それから、６番目の繰出金につきましてで

ありますが、これは説明するまでもないわけ

でありますが、国保、介護保険、老人保健、

下水道、前処理場とそれぞれ今一般会計から

繰り出し、各会計は繰り入れているわけであ

りますが、それぞれの会計がこの繰出金の占

める割合っていうのは注目をして私はデータ

的にしてるんですが、国保会計が5.8％、こ

れは制度的なものを含めた繰出金ですよ。そ

の他一般だったら、今年度はゼロですから、

一応制度的なものを含めて5.8％、それから

介護保険が17.8％、老人保健が7.3％、下水

道が44.6％、前処理場が77.6％で、総繰り出

し、繰入額が12億2,100万円余りでしょ。昨

年よりも8,900万円、9,000万円ほど減っては

いるんですが、こういう状況であります。そ

のことについて、これで真っ当かということ

について、やはり国保、介護等についてはも

っと考えなきゃならんのんじゃないかと。前

処理場との絡みにおいても言えるわけであり

ます。そういう点から説明を求めます。 

 それから、７番目の健全財政の確立、運営

についてでありますが、先ほども下水道、前

処理場につきましては伺いましたが、一般会

計、下水道会計、前処理場会計、水道会計に

係る高金利の起債を財源が許す限り繰上償還

することは、町財政の健全化にとって極めて

重要だと思います。全会計について、高利の

起債に係る繰上償還計画と財源について説明

を求めます。 

 それから、８番目に入札、契約制度のあり

方についてでありますが、この入札、契約制

度につきましては、私はこれが改善され、本

当に無駄も省かれる、そういうことができる

までしつこくただそうと思っております。入

札契約に係る工事請負、業者委託、物品の購

入等のあり方を改善すること、それ自体は無

駄や経費の節減につながります。財政の健全

化と最少の経費で最大の効果を上げるという

法律にもかなうことであり、一層改善が必要

であると私は思います。 

 その中で、これまでも言ってまいりました

が、抜本的な改善によりまして予定価格を実

勢に見合ったものに設定をする。これはかな

り研究しておかないといけない問題だと思い

ますが、そういう設定によってより経費の節

減を図る、また条件をつけない一般競争入札

によって競争の原理をしっかりと公平競争の

原則に立たせる、その取り組みについて。 

 また、今は若干少ないでありますが、手持

ち工事が完了するまでは公平に参加するとい

うことで参加資格を制限していくことが、ま

たこれも肝要なことであろうと、このように

思います。これらの取り組みについて説明を

求めます。 

 それから次に、給食のあり方についてであ

りますが、安全・安心の給食の提供が不可欠

であります。給食を維持することを前提とい

たしまして、多様な対応について再検討をす

る必要があるのではないかと。こういう点

で、せんだっても町長のほうもちょっと説明

をしておりましたが、多様なあり方、そうい

う中で、現センターにおきましても自営に戻

す方法あるいは現在のように業務委託する方

法、さらには献立を示した上で全面的に外注

にする方法、それから給食業者に委託をする

方法、これにはデリバリーもありますけれど

も、給食業者に委託する方法もありますと。

こういうことを含めて、多様なあり方を検討

し、安心して安全な給食を供給する必要があ

ると思いますが、その点についてと、それか

ら次に、決算年度中に惹起しました洗剤混入

事件に対する管理責任についてであります

が、これは一般質問でもただしてまいりまし

たように、いまだにはっきりしない。事件か

ら６カ月以上が経過しているわけであります
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し、議会は教育長らの処分については軽過ぎ

ると、こういうことで提案を否決したわけで

ありますから、教育委員会並びに町長部局で

きちっとした対応が必要だろうと思います。

そういう点での説明を求めます。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） たくさんの質問をちょ

うだいいたしております。できるだけ順を追

って説明したいと思いますが、よろしくお願

いいたします。 

 まず第１点目の、施政方針、また主要施策

の取り組みについてでございますが、地方自

治体の自己決定、自己責任、また自治能力の

向上、そうした見直し等々の取り組みについ

てでのご質問でございますが、地方分権の理

念が浸透する中で、地方自治体には地域の課

題を適正に処理する自治能力の向上が求めら

れている一方で、職員の能力開発や資質の向

上が不可欠であると認識し、日ごろより研修

の充実、出前講座の実施、また行政課題や重

要情報の共有化などとともに職員に問題意識

を持たせ、そして自己研さん、自己改革の動

機づけを行い、そして自己決定、自己責任に

おいて地方行政を展開しているところでござ

います。 

 そうしたところを、今後とも不断の行政改

革に取り組み、評価に基づく事業の取捨選

択、事務の効率化、受益と負担の適正化、行

政情報の公開等を図り、社会状況の変化に対

応できる組織の柔軟な運用、また職員の能力

向上を進め、健全財政を堅持していくことが

行政基盤の強化につながるものと考えている

ところでございます。 

 そして、行政体の存立を継続、維持という

件でございますが、今厳しい財政環境下にあ

りますが、各般の行政需要に最大の展開を図

るため、行政改革大綱、実施計画に基づき順

次行財政改革を遂行するとともに、鋭意行政

基盤の強化を図りつつ、財政の健全化に努め

ておるところでございます。これからもそう

したところを十二分に対応しながら運営して

いきたいと。そして、今の時代にふさわしい

行政運営を執行していきたいと、このように

考えております。 

 ３点目の、町民の皆さんと協働しながらと

いうところでございますが、今後の行政運営

につきましても、住民、議会、行政が３者一

体となるまちづくりを進めていく連携と協

力、いわゆる参画と協働が有効に活用する環

境を整備していくことが不可欠であろうと考

えております。そのためには行政情報を公開

し、また公正の確保と透明性の向上を図るこ

とが一層必要でございますので、その体制づ

くりを図っているところでございます。 

 次に、私自身と職員が危機管理意識と改革

意識を共有して取り組みを進めなければなら

ないという件でございますが、これまでも申

し上げてきましたが、危機管理意識と改革意

識の共有につきましては、地方自治体を取り

巻く社会経済状況、単独、自立を選択した本

町の環境等を十分に認識し、夕張市の例でも

分かるように、これまでと同様の行政運営を

続けていけば破綻に至ることを、私と職員が

同じ思いでそうした危機管理意識を持ち、改

革を進めようということでございます。 

 このためには、国、県の制度改革、今後の

見通しの状況を、庁議などのさまざまな会議

を通しまして職員との情報交換を行い、共通

認識のもと、予算編成においても徹底した歳

出削減を行い、必要最小限の額を計上、また

予算執行に当たっても、少しでも後年度へ財

源が回せるよう執行方法等を検討し、そうし

た中でのやりくりがうまくできるように努め

てきたところでございますが、そうしたとこ

ろを今後も継続してやっていきたいと、この

ように考えるところでございます。 

 次に、地域格差の点でございますが、この

件につきましても、高齢者が住みなれた地域

で安心して生活ができるよう地域と協力しな

がら、できる限り自分の住まいで自立した日

常生活を営めるよう、地域のボランティアに

よるふれあいサロンや老人クラブで行う見守

り活動等を通じて、高齢者の生活を支援して

まいりました。今後とも、健康で生きがいを
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持って安らぎのあるまちづくりを目指して、

高齢者保健福祉、介護保険サービスを提供で

きるように努めていきたいと、このように考

えております。 

 その取り組みがいろいろとございますが、

生活格差の拡大、やはり町行政として看過で

きない問題でございますが、有効な対策が取

りにくい分野でもございます。ワーキングプ

アという言葉があるように、非正規雇用の問

題もよく指摘されます。さらに個人商店を含

め、中小零細企業の経営環境におきましても

厳しい状況があると思います。政府におきま

しては地方の格差是正、再チャレンジに努め

ておるところでございますが、地方では地域

全体が地盤沈下するところもございます。衰

退した地域では新しく事業を展開することが

困難となっている実情でございます。 

 福祉の面では健康保険、また介護保険では

所得に応じ保険料の軽減制度がございます

し、また保育所、保育料では、住民税非課税

世帯の母子家庭等は免除してございます。さ

らに福祉の自立支援サービス料におきまして

も、大きく負担上限額の軽減を実施いたして

おるところでございます。国民の最低生活保

障の物差しになっている生活保護の生活扶助

基準は最低賃金、地方税の非課税基準、また

公立高校の授業料免除などとも連動している

ところでございます。そうしたところを十分

考え合わせて取り組みをしていきたいと、こ

のように考えます。 

 医療への取り組みについてでございます

が、最近の新聞紙上では医療や健康に関する

記事が多く、国民は将来への医療に不安を感

じているというところでございますが、また

医師不足による地域医療の崩壊、高齢者医療

制度への拠出増による健康保険組合の解散な

ど、医療を取り巻く環境は非常に厳しい状況

にございます。 

 本年４月から各保険者に特定健診、特定保

健指導が義務づけられ、本町は特定健診、特

定保健指導の実施に向け、個々のヘルスアッ

プ事業に取り組んだところでございます。こ

の事業につきましては、本町の疾病構造にお

いて循環器系、新生物、消化器系等の生活習

慣病が入院の６割、入院外の５割を占めてお

り、糖尿病患者が潜在的に多いというところ

から、生活習慣病予防対策を推進していくこ

とが重要であると考え、被保険者一人一人に

健診結果をもとに個別面接を行い、おのおの

が生活習慣の改善の必要性を意識し、生活習

慣の改善に取り組んでいただけるように支援

することを目的に実施したところでございま

す。 

 健康の条件として、運動や栄養指導による

生活習慣の改善の必要性を参加者に説き、周

知できたことに一定の成果があったと、この

ように考えております。こうした予防対策を

目的といたしました特定健診の受診率を高

め、健康増進、医療費の抑制が図れることを

願っておるところでございます。今後も関係

部署と協力、連携しながら、保健事業の推進

に一層努めていきたいと、このように考えて

おります。 

 また一方、教育の関係でございますが、近

年の教育行政を取り巻く環境には非常に厳し

いものがございまして、教育委員会だけで対

応するのではなく、総合的、かつまた地域的

な行政運営が必要になってきております。今

日の学校教育をめぐる状況を見ましても、

人々の価値観、また家庭の教育のあり方、子

供たちを取り巻く環境が大きく変化する中

で、学校に求められる機能や課題が多様化、

複雑化してきており、学校のみによって解決

することは難しく、学校と家庭、地域が一体

となった取り組みが不可欠でございます。生

涯学習、社会教育、文化、スポーツの分野で

は、教育委員会だけではなく、町行政も一体

となって多方面からの総合的な対応が望まれ

ておるところでございまして、これらのこと

を踏まえまして、教育委員会として今後町行

政との連携、そうしたものを一層強めながら

教育行政を考えていきたいと、このように思

っておるところでございます。 

 続きまして、すべての住民がということ
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で、住みなれた地域の中でという、健康でい

きいきと暮らせるまちづくりについてでござ

いますが、早期発見、早期治療等々、住民健

診の機会の拡充、人間ドック健診の拡充につ

いてでございますが、町ぐるみ健診を初めレ

ディース健診、地域を巡回する胸部総合健

診、また受診機会を拡充するための人間ドッ

クを、姫路市医師会、たつの市・揖保郡医師

会に委託し、実施しました。 

 平成19年度の健診受診者、基本健診が

2,582人、肺がん検診2,586人、胃がん検診

1,247人、大腸がん検診1,669人、前立腺がん

の検診434人、子宮がん、頸部が394人、体部

が24人、乳がんが355人、骨粗しょう症が

182人、肝炎ウイルス検診が249人、人間ドッ

ク103人、そうした受診の中で、健診後生活

習慣改善につながるようヘルスアップクラ

ブ、健康運動教室、個別健康教室を健康増進

プログラムを活用し、実施し、ウオーキング

教室、またいきいき健康チェック室等、個人

の健康づくりを支援したところでございま

す。 

 町ぐるみ健診結果説明会では、平成20年度

から保険者に義務化された特定健診、特定保

健指導の準備として個別面接を、特定保健指

導に準じて実施してきました。平成20年度に

つきましては、医療制度の改革に伴う特定健

診、特定保健指導を実施し、そして生活習慣

の改善、糖尿病等の有病者・予備軍の現象を

目的に取り組んでいきたいと思っておりま

す。 

 さらに、特定健診に合わせて後期高齢者や

39歳以下の住民に対しても健診の機会を提供

し、がん検診や肝炎ウイルス検診等も同時に

実施することができ、町民一人一人が健康に

関心を持ち、自分自身の生活を見直し、生活

習慣病を予防できるよう各種検診を実施して

いきます。そうしたところで、増進プログラ

ムの作成、またそうしたものを提供し、健康

状態や体力に合った具体な運動やバランスの

とれた食事等の健康づくりを支援していきた

いと考えておるところでございます。 

 次に、発達障害児の早期発見、早期療育、

育児支援等についてでございますが、発達障

害者支援法に規定されておりますとおり、発

達障害者の心理機能の適正な発達や円滑な社

会生活の促進のためには、症状を早期に発見

し、早期に発達支援を行う必要がございま

す。 

 町では、そのために健診事業としまして乳

児健康診査、生後四、五カ月の乳児対象、１

歳６カ月児健康診査、そして３歳児健康診査

を実施しているところでございます。そうし

た結果、言葉、知的な能力、行動、運動の面

で遅れがあらわれることがあれば保健師が保

護者から相談を受けていますし、専門医師の

診察を勧奨いたしております。 

 また、３歳の時期を過ぎても保育所、幼稚

園入所後６カ月未満の時期に遅れがあるので

はと気づくのが75％を超えると日本保育協会

の調査研究で示されてございます。 

 町では発達障害児の支援策として、保健福

祉会館で毎月実施いたしておりますなかよし

教室において小児精神科医師による診察を２

カ月に１回実施し、そしてその中で発達障害

と診察された児童には個別療育の実施を勧め

ているところでございます。 

 また、平成17年より福祉会館におきまして

心理士、理学、作業、言語、音楽の各療法士

による療法、訓練の個別療育も行っておると

ころでございます。 

 そして、本年４月より西播磨４市３町の共

同事業といたしまして児童デイサービス施設

たんぽぽを開設し、在宅の障害児を対象に、

医師、心理士、理学療法士等によるそうした

専門的な療育相談、訓練事業を行っておると

ころでございます。 

 また、ひょうご発達障害者支援センターの

協力を得まして、子供の発達に不安を抱いて

いる親が子供とのかかわり方を学ぶため、家

庭療育支援講座を年６回のプログラムで開催

いたしております。 

 そうしたいろいろな件を実施いたしており

ますが、何分こうしたことも、町単独で取り



－136－ 

組めることと共同でやっていく事業もござい

ます。できるだけ経費面も考え合わせながら

取り組みを進めてまいりたいと、このように

思っておるところでございます。 

 それと、介護事業についてでございます

が、在宅・施設の条件整備についてでござい

ますが、在宅・施設とともに必要な介護を安

心して受けられることが大切であると考えま

す。３月末現在の介護認定者は819名であ

り、１月末の居宅介護サービス利用者は

476名、施設介護サービス利用者は175名、計

651名の方が介護サービスを利用していただ

いておるところでございまして、その内容と

いたしましては、居宅介護支援事業所７カ

所、通所介護事業所５カ所、訪問介護事業所

１カ所、訪問看護事業所２カ所、短期入所生

活介護、福祉・医療を合わせまして３カ所、

福祉用具貸与事業所１カ所、認知症対応型共

同生活介護２カ所、認知症対応型の通所介護

１カ所でございます。施設介護サービスを提

供する町内業者は、介護老人福祉施設が２カ

所、介護療養型医療施設が１カ所でございま

す。今後、町内事業者に参入意向のある小規

模な有料老人ホームや認知症高齢者向けの小

規模多機能居宅介護サービスの整備を事業者

と協議していきたいと、このように考えてお

ります。 

 次に、負担軽減対策についてでございます

が、保険料率区分を６段階とし、低所得者に

対して保険料額の軽減を図っております。ま

た、高額サービス費の支給、社会福祉法人に

よる介護サービスの利用者負担軽減制度の実

施、利用者負担第１段階から第３段階までの

方について居住費及び食費を補足的給付する

特定入所者介護サービス費の支給、税制改正

に伴う保険料率が上がった方については保険

料の急激な上昇を抑える激変緩和措置を、平

成20年、本年も継続して取り組んでいきたい

と、このように考えておるところでございま

す。 

 次に、人権と生涯学習についてでございま

すが、兵庫県のほうにおきましては2001年に

兵庫県人権教育及び啓発に関する総合推進指

針を策定し、学校、家庭、地域、職場等、県

民生活のあらゆる場におきまして、一人一人

のライフステージに合わせた教育及び啓発の

推進とともに、暮らしの中で人権を尊重した

生き方の基礎を培う営みと、豊かな人間関係

づくりを構築する取り組みを推進いたしてお

ります。 

 しかしながら、今日の社会情勢の変化の中

にあっていろいろな問題も発生いたしており

ます。新たな形での悪質な人権侵害も続発い

たしておるところでございます。また、自殺

者が年間３万人を超す事態が10年も続くな

ど、一番大切な命も脅かされているところで

ございまして、このような社会情勢を受け、

先般文科省より公表されました「人権教育の

指導方法等の在り方について」の第３次取り

まとめにつきましては、人権教育の目標とし

て人権の意義、内容の重要性についての理

解、自分の大切さとともに他の人の大切さを

認めることができるようになり、それがさま

ざまな場面や状況のもとでの具体な態度や行

動にあらわれるようにすることと明記されて

おります。学校教育の中で人権教育を受け、

その後は社会教育の中でそれぞれの年齢層に

応じたライフステージに合わせた人権学習を

生涯にわたって継続していかなければならな

いと、このように思っております。 

 今集落学習を通して人権についての正しい

理解を深め、そして地域コミュニティー事業

の中で思いやりある豊かな人間関係づくりを

進めているところでございますが、議員、集

落学習の廃止等々も言われておりますが、今

こうした現況下の中では、やはりこうした事

業、そしてまた地域の中での人間関係づくり

というのはしっかりと継続してやっていかな

ければならないと、このように考えておりま

す。 

 次に、町民みずからが企画した創造型事

業、支援等についてでございますが、文化会

館の事業の一つにはプロのミュージシャン等

を招聘して、見る、聞くことを目的に、質の
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高い芸術鑑賞をしていただいておりますが、

自主事業の片方ではアマチュア、芸術家や団

体が見ていただく舞台発表の機会を提供し、

その活動を支援することを目的に始めました

「ライブ・イン・アスカ」も町民の有志の方

で実行委員会を立ち上げ、実施いたしており

ますが、当町の参加者は少数でございまし

た。昨年より応募者年齢制限を取り外して募

集したり、会場内のお客さんに投票していた

だくオーディエンス賞を設けたりしたところ

でございまして、予選には40組の応募があ

り、本戦においては客席も600人余りの入場

者がございまして、年々広がりと増加を見せ

ているところでございます。本年もそうした

地域住民が企画したり制作する舞台創造活動

を支援してまいりたいと、このように考えて

おります。 

 私も昨日ある場所で、そこで優勝されまし

た方々と出会いさせていただいてひとときを

過ごさせていただきました。やはり大きく羽

ばたいていっていただきたいと、このように

考えております。 

 次に、災害時に備える町民の井戸の安全確

保、検査、調査等についてでございますが、

災害時の町内の井戸水使用箇所については自

治会、また本人からの申請によりまして地域

防災マップに記載してございます。そして、

把握しているところでございまして、全戸配

布しております。これは緊急時の水の確保が

目的で、飲料水としての利用は今のところ考

えてはございません。水の確保とは下水道の

普及による水洗トイレの水、洗濯の水、ふろ

水等生活に必要な水のことでございまして、

飲料水につきましては、今のところ上下水道

事業所による水源地の供給を考えているとこ

ろでございます。また、県内市町の水道災害

相互応援協定等々によりましての飲料水の確

保も図ってまいりたいと、このように思いま

す。 

 雨水整備事業についてでございますが、今

時の集中豪雨等々、本当に至るところで大き

な災害が発生し、そうした中でのご質問であ

ろうと思いますが、太子町では昭和51年の台

風17号によります浸水被害を契機に、大津茂

川が激甚災害指定により河川整備がなされ、

一方また内水排除については、昭和53年度よ

り市街化区域内及び調整区域に流入する雨水

幹線整備を実施してきたところでございま

す。 

 結果、排水区域面積の約50％が整備済みで

ございますが、その他の区域については、既

設排水路の整備のほかにその他の整備手法を

雨水全体計画の見直しにおいて検討いたして

おります。やはり、昨今農地が荒廃してきて

おりますので慎重に対応していかなければい

けないと、このように考えております。 

 次に、豊かな緑に抱かれたまちについてで

ございますが、生産性の向上と地域に特色を

生かした経営の転換についてでございます

が、本町での農業経営は小規模の個人完結型

農業により生産コストが高く、経営が厳しい

状況に置かれております。現在その対策とし

ましては、品目横断的経営安定対策によりま

す担い手の育成、確保に努めておるところで

ございます。さらに地域での創意工夫を図

り、生産性の高いイチジク栽培など、新たな

取り組みを行っております。特産品の製造販

売の拡大、地産地消への取り組み等につきま

しては、今取り組んでおります太子みそは昨

年度も順調に製造量を伸ばし、17％増の

3.2トンになっております。販路につきまし

ても、本年８月より新たにカワベ太子店に太

子みそを初め地元特産コーナーを設けるな

ど、販路拡大に取り組んでおります。地産地

消に取り組む直売所として太子夕市部会が、

これも昨年度より固定の直売所といたしまし

てサンパーク駐車場にて開設いたしておりま

す。そして、学校給食センターの地元野菜等

の納入実績も着実に増加いたしておるところ

でございます。今後もそうした面着実に実施

してまいりたいと思います。 

 商工振興の取り組みについてでございます

が、地域の商工業の活性化を図るためにはや

はり地元商工会とお互いに持てる情報等を共
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有し合い、また取り組んでいく必要があると

考えます。太子町商工会さんでは専門的な知

識を生かした経営改善普及事業などに積極的

に取り組まれており、本町並びに県では財政

的な支援を今後も継続しながら、一層連携を

図りつつ、商工業の振興に取り組んでまいり

たいと、このように思っております。 

 次に、総合公園の整備についてでございま

すが、住民参加の計画整備の対応というとこ

ろでございますが、この総合公園21.4ヘクタ

ール、平成３年度から事業に着手し、10年度

にテニスコート、13年度に陸上競技場、多目

的広場等を含めまして、現在6.3ヘクタール

を供用開始いたしております。今後南エリア

平地部の整備が残っておりますが、現在の基

本計画は平成７年度に変更されたものでござ

いまして、十数年を経過いたし、社会情勢や

住民ニーズの変化が生じておりますので、山

林部を除きました南エリアの公園施設の見直

しを進めております。 

 この案につきましては、広く住民の皆様の

ご意見をお聞きし、また最終計画変更案とし

てまとめていく考えでございます。広報やホ

ームページ等を通じ、またパブリックコメン

トを募集したところでございますので、やは

り町民の皆さんの意見も慎重に聞き入れさせ

ていただき、８月４日から９月２日、計画案

の閲覧等をしたところでございまして、閲覧

はございましたんですが、ご意見はちょうだ

いいたしてないというのが現状でございま

す。 

 また、道路整備計画、生活道路の改良、住

宅開発等の指導についてでございます。道路

の整備につきましては、実施計画に基づき整

備していくことといたしております。 

 そして、生活道路の整備でございますが、

拡幅の場合、町道の認定基準でございます幅

員６メーターを確保できるものについて改良

していくものといたしております。 

 また、宅地開発等に伴います道路について

は、開発行為1,000平米以上により築造され

た道路につきましては町へ帰属されておると

ころでございまして、それ以下の宅地開発に

つきましては、道路位置指定や専用通路など

がございます。帰属を受けます道路について

は、開発指導要綱に基づきまして計画段階か

ら施工途中、完成後に至るまで町の検査を受

けながら築造してまいりますが、それ以外の

道路につきましては、指導要綱の技術指導基

準にとらわれず築造し、建築基準法の接道要

件を満たすために指定あるいは届け出たもの

でございます。現在の制度の中での指導につ

きましては限界があるものと考えます。 

 今議員ご指摘のこの道路計画の公表、これ

につきましては、町の施工する道路につきま

しては、都計法上の図面に落としておりま

す。しかし、小さな道路、こうしたもろもろ

の事業で成すべき道路は難しいのではないか

と、このように思います。 

 また、宅地開発とのつながりというところ

でも、私も心配するところでございますが、

今この都計法上で申します接続、通り抜け

等々の指導というのは若干無理ではないかと

いうふうに思っておるところでございます。 

 続きまして……。 

○議長（北川嘉明） 町長、ちょっと少しお

待ちください。 

 間もなく定刻の５時が来ますが、会議規則

第９条第２項の規定によって会議時間を延長

します。 

 続けてください。 

○町長（首藤正弘） 次に、自治と連携によ

るまちづくりについてでございますが、この

件につきましてはいろいろとご質問をちょう

だいいたしております。その中で、住民参加

の機会の拡充についてでございますが、昨今

のまちづくりの意識の高まりもございまし

て、子育て学習センター「のびすく」での子

育てサポーターの皆様の活動のように、たく

さんの皆様の参画を得ながら町の事業を進め

ているところでございまして、そうした中で

活動をいただいている皆様からはまちづくり

への熱意と参画をする喜びをお聞きしている

ところでございます。今後もたくさんの皆様
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にまちづくりに参画していただけるよう、情

報提供に努めてまいります。 

 今町行事ボランティア、「天使の輪」、点

字ですが、10人、「パパママ応援団」（託

児）30人、「絵本瓦版」（読み聞かせ）７

人、「やわらぎ」48人、「子育てサポータ

ー」50人といった状況でございます。 

 次に、意見への迅速、的確な対応について

でございます。 

 地域の要望や提案箱への意見につきまして

は、企画政策課ですべての意見を集約し、回

答状況を把握するという体制で、平成19年度

より取り入れて対応を図っております。広範

な住民ニーズに的確に対応しながらまちづく

りを進めているところでございます。 

 次に、課題の共有についてでございます

が、今日の行政運営におきましては住民への

透明性の向上を図ることが必要であると考

え、情報公開条例やパブリックコメント制

度、各種審議会の委員の公募制度の導入など

積極的な活用を行うとともに、行政改革大綱

に基づく成果、また審議会の内容につきまし

ても、速やかにホームページや広報、また住

民参加機会等を通じて町民の皆様に分かりや

すい形での公表に努めていきたいと、このよ

うに考えております。よろしくお願いいたし

ます。 

 情報の開示、公開についてでございます

が、これは未成熟な情報も含むというところ

でございますが、未成熟な状態での情報を開

示することによりまして、外部からの干渉等

により率直な意見の交換や意思決定の中立性

が損なわれるほか、町民に無用の誤解や混乱

が生じ、あるいは不正な投機を助長するな

ど、特定な者に利益を与え、もしくは不利益

を及ぼすおそれが発生する場合がございます

ので、現時点では非公開といたしておるとこ

ろでございます。 

 次に、自治基本条例の制定についてでござ

いますが、ニセコ町を参考にされてご質問を

ちょうだいいたしております。私もニセコの

ほうには視察にも行かせていただきました。

住民の皆さんの関心、そして主体であること

の認識、さらにその発言と行動における責任

による参画と協働の姿勢が醸成されること

を、その上で住民の皆さんと行政における

種々の情報の共有の進展等、条件がある程度

整った時点が条例制定の適切な時期であろう

と考えております。現時点では、まちづくり

に対する住民の参加意欲の高まりを推し進め

ていくことが第一義であると、このように考

えておるところでございます。 

 次に、職員にやる気を喚起というところで

ございますが、行政ニーズが複雑、高度化、

多様化し、その変化のスピードも速くなって

きている中で、住民の期待にこたえ、真に住

民本位の良質で効率的な行政サービスを提供

し続けていくためには、その担い手である公

務員のあり方、育て方にも変革が求められて

おります。任用、給与、能力開発など、公務

員の人事管理にかかわる制度やその運用も、

こうしたことを十分に意識して行わなければ

なりません。また、職員の側からも多数の職

場を経験しながら、昇進していくばかりでな

く、専門性を向上させるなどの多様なキャリ

アパスへの志向や就労意識の変化など、多様

な働き方が求められるようになってきていま

す。 

 こうした状況に対処するには、これまで見

られた採用年次等を過度に重視した任用や年

功的な給与処遇などの集団的、画一的な人事

管理を職員の能力、適性、志向、実績等を重

視した、いわば個に応じたものに転換し、職

員個々の業務遂行意欲を向上させ、公務能率

の一層の増進を図っていくことが必要である

と、このように考えております。このような

新たな人事管理を推進していくためには、そ

の基盤的なツールとして人事評価システムが

不可欠であり、平成18年11月より段階的に４

回の試行を行い、平成19年10月から管理職に

導入し、本年10月からは全職員を対象に実施

する予定でございます。この制度の定着によ

り、頑張れば報われることが明らかになれば

職員の意識にやる気という変化が見られ、行
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動にあらわれることを期待しているところで

ございます。 

 評価を受ける職員自身が評価を受ける身で

とらえるのではなく、評価を契機としてみず

から主体的に能力開発に取り組んだ評価の結

果を具体の業務遂行に反映していくこと。例

えば、仕事を進める上で積極的に改善に取り

組んだり提案を行ったりすること、また積極

的な自己研さんを通じて専門的な知識を高め

ること、より高い目標に挑戦すること、そう

したこと職員みずからのやる気が喚起できる

ものと考えております。 

 また、みずからの行動や職務の達成状況等

を振り返る機会として自己評価を行うととも

に、目標等の明確化や今後のアドバイス等を

受けるため上司との面接を行い、職場内のコ

ミュニケーションを活性化し、頑張れば報わ

れる、そうした組織づくりを目指して制度を

構築をしているところでございます。 

 次に、行政情報の提供と……。 

○議長（北川嘉明） ちょっと待ってくださ

い。 

 ただいま町長答弁中でありますが、この

際、暫時休憩したいと思います。 

 再開は５時10分とします。 

（休憩 午後５時02分） 

（再開 午後５時11分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 答弁続けてください。 

 町長。 

○町長（首藤正弘） ３番の行政情報の提供

等についてでございますが、この件について

は、先ほど１番で述べさせていただいたとお

りでございます。 

 次に、組織のあり方、流動的に対応する組

織への転換等についてでございますが、行政

組織のあり方については流動的に対応できる

組織への転換等でございますが、高度多様化

する住民ニーズに即応し、また目まぐるしく

変革する諸制度に対応していくには定型的な

組織による確実な事務処理を図るとともに、

機動的な組織運営が必要であり、全庁的な政

策課題が突出する状況下においては、部課と

いう枠を超えた横断的な仕組みに構築する必

要がございます。そのため庁議、部長会等で

政策課題を検討し、また必要に応じプロジェ

クトチームを立ち上げて、全庁的な視点に立

って課題の処理に当たっているところでござ

います。 

 また、定型的な組織においても既定の概念

にとらわれず、より効率的な、かつ適正に処

理できる組織を目指し、現庁舎の制約もござ

いますが、見直しを進めていく所存でござい

ます。 

 次に、住民の参加で各種の事業や事務の計

画という点でございます。 

 行政評価は実施している個々の事務事業を

行政みずからがチェックすることにより、手

法、効果を不断に見直し、効率的、効果的な

町政を実現するための有効な手段でございま

す。 

 本町においても、現在行政評価システムの

試行を行って作業を進めております。総合計

画に掲げている事務事業を評価の対象とし、

各事業の成果、達成率を明確にすることで効

率性、必要性及び手法などを点検しようとし

ております。 

 住民が参加して再評価してはどうかとのお

尋ねでございますが、現在はまだ導入段階で

あり、まずは行政内部で評価を行い、住民の

皆さんのご意見についてはまちづくりの集い

や町民提案箱等、現在の広聴体制の中でお伺

いし、施策に反映させていきたいと考えてお

ります。 

 次に、滞納、収入未済でございますが、こ

の取り組みにつきましては、先ほどの村田議

員の質問でお答えしておりますが、引き続き

現年課税分の徴収に努力し、新たな滞納繰り

越しの抑制と、滞納繰越分については納税相

談及び財産調査の強化を図り、大口の悪質な

滞納等に対しましては滞納処分を実施し、税

収の確保に努めていきたいと、このように考

えております。 
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 次に、東芝からの税収についてでございま

すが、この東芝からの税収は今４億9,347万

円となってございます。町税総額に占める割

合は11.7％となっています。内訳でございま

すが、固定資産税３億8,199万円となってお

り、土地は7,155万円で、土地価格の下落に

伴い、前年度比167万円の減少となってござ

います。建物につきましては、ＳＥＤ建設予

定地の建物が平成17年度中に取り壊され、

18年度以降は約半額の3,269万円となってお

ります。償却資産は、ＳＥＤ関連により15年

に撤去され税額は落ち込みましたが、以後に

設備投資がございまして、２億7,775万円と

なってございます。法人町民税は均等割額の

み、個人町民税は20年３月末時点で特別徴収

者数が486人となっており、１億698万円とい

うことになっております。 

 用地の活用についてもご質問をちょうだい

いたしておりますが、これにつきましては、

やはり鋭意本社とも協議を進めていかなけれ

ばならないと、このように考えております。

東芝さん自体もいろいろな条件がございま

す。その中で、きょうの新聞等でもＳＥＤの

特許権の問題が、アメリカでは今回は勝訴し

たというようなことも言われております。し

かし、それがどう転ぶかというのは今のとこ

ろ分かりませんが、しかしこれはやはり町の

活性化という点でも雇用等が期待できますの

で、どんどん要望等をしていきたいと、この

ように考えております。 

 次に、一般会計繰り出し、また繰入金につ

いてでございますが、先ほど議員さんもおっ

しゃいましたように、国保、介護、老健、下

水、前処理、合計でおよそ13億8,562万円と

なってございます。特別会計に係る経費につ

きましては、法令等により一般会計が負担す

べしと定めているものを除き、特別会計の収

入によって賄う独立採算が原則でございま

す。 

 しかしながら、その性質や政策上の必要性

から、繰り出し基準の枠を超えた赤字補てん

がやむを得ないケースもございます。それぞ

れの会計で財政的な努力は当然して取り組ん

でおりますが、適正な判断のもとに、今後も

繰り出し、繰り入れを行ってまいりたいと、

このように考えてございます。 

 介護保険への一般会計からの繰り出しも２

億3,841万2,000円強の内訳でございますが、

介護給付費、介護予防事業、介護的支援事業

の法定負担分１億7,815万4,187円、職員給与

4,128万7,000円、事務費繰り出し等1,897万

円等々なってございます。そうしたところも

十分考え合わせながらやっていきたいと、こ

のように考えております。 

 次に、健全財政の確立運営について、高利

の起債等についてでございますが、国が示し

た財政の健全化に取り組む地方公共団体の公

債費負担軽減を目的とした公的資金補償金免

除繰上償還制度に基づき町債の繰上償還を実

施いたしております。利率５％以上の高利の

公的資金が対象となり、下水道事業で年利

５％以上37件、水道事業で７％以上１件でご

ざいます。低利の借りかえにより対象となる

３カ年、19年度から21年度で水道事業175万

1,000円、下水道事業３億6,154万7,000円の

軽減が見込まれるところでございます。財源

につきましては、引き続き平準化債を限度額

まで発行しつつ繰入金は微減の方向で考えて

いきたいと、このように考えております。 

 それと、全会計の高利債の繰上償還計画で

ございますが、国は地方財政計画や地方債計

画などを参考にし、その年度に地方自治体が

発行する地方債を国債等の手法で手当てして

おり、その補てん的な意味合いで地方自治体

は縁故債も活用しているところでございま

す。そういった公的資金を借り入れた地方自

治体の借入金利が高いものは国の調達コスト

も当然に高い時期のもので、通常財政融資資

金を繰上償還する場合には国の許可はもちろ

んのこと、補償金を支払うこととなっており

ます。そういったことから、繰上償還を行う

に当たっては慎重な対応が求められ、その財

源としましては十分な基金積立金があること

が前提になるものと思っております。 
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 次に、入札・契約等のあり方でございます

が、この件もいつもちょうだいいたしており

ますが、予定価格は国、県の積算単価をもと

に積算いたしております。現在大きな単価改

定については年１回、細かなものにつきまし

てはその都度通知がなされております。全国

を地域ごとに分け、さらに兵庫県内でも各地

域ごとに単価設定されてございます。公共工

事でございますので確かな根拠に基づいて行

っておると、このように思っております。 

 次に、条件をつけない一般競争入札につい

てでございますが、制限つき一般競争入札に

ついては、現在、土木、舗装の分野では

700万円以上を対象にしており、町内本店で

実施いたしております。近隣自治体ではおの

おのの自治体内に本店を有するところのみと

いった制限つきというところもございます。

今後もそのように取り組んでいきたいと思っ

ているところでございます。 

 それから、手持ち工事が完了するまでの参

加制限というところでございますが、手持ち

工事における参加資格の制限については、各

会社の技術者数を勘案しながら発注をいたし

ております。指名競争入札、また制限つき一

般競争入札のいずれもそのように配慮してい

るところでございます。 

 次に、学校給食のあり方でございますが、

ご承知のとおり、本町では昭和48年センター

を開所し、35年余り給食を提供いたしており

ます。そうした中、現在実施いたしておりま

す共同調理センター方式が最適であると、ま

た効率的であると考えております。今のとこ

ろ今後も継続していきたいと思っております

が、経年劣化により施設設備の老朽化、また

衛生管理上の面からも、危惧しながら今やっ

ているところでございまして、平成19年度に

改築の基本構想の策定を行っているところで

ございます。建設経費、財源の検討等をあわ

せて、また学校園、関係団体と協議を進めて

いきながら、改築事業基本計画策定に向け、

より詳細な事業の可能性調査並びに事業分析

を行っていきたいと思います。 

 本年４月から全施設においての調理業務等

の委託を行っております。そうした点も考え

合わせ、学校給食は私も継続してまいりたい

と、このように考えております。 

 いろいろなデリバリー、また給食業者から

の提供、配達等々も言われております。いろ

いろな面を考え合わせながら、慎重にこの件

については取り組まさせていただきたいと思

います。 

 次に、去る２月に学校給食センターにおい

て洗剤混入事件が発生し、調理担当の職員か

ら逮捕者を出したことにつきましては、本当

に遺憾にたえないことと深刻に受けとめてお

ります。子供たちに安心・安全な給食を提供

する者として不安を与えたことに対しまし

て、本当に保護者を初め町民の皆さんに心よ

り深くおわびを申し上げるところでございま

す。 

 事件に対する管理責任を問われてございま

すが、教育委員会につきまして関係者の処分

をし、また先の議会で否決されたことにつき

ましては、今後教育委員会で協議され、適正

に処理されていくものと考えております。 

 以上でございます。よろしくお願いしま

す。 

○議長（北川嘉明） 続けてください、総括

質疑、続けてください。 

（桜井公晴議員「もうええがな、も

う。終わっとんのに、もう５時やない

かい、５時過ぎとるやないかい」の声

あり） 

 続けてください。 

（桜井公晴議員「何でや、もう私は置

くで。そないなおまえ、いっつも言う

ことと違うやないかい。もう置こう置

こう、あしたで十分や」の声あり） 

 暫時休憩します。 

（休憩 午後５時29分） 

（再開 午後５時29分） 

○議長（北川嘉明） 再開します。 

 桜井議員の質疑中ですが、この際、本日の

会議を都合により延会したいと思いますが、
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ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、本日はこれで延会することに決

定しました。 

 次の本会議は９月12日午前10時から再開し

ます。 

 なお、９月12日の本会議は改めて開催通知

はいたしませんので、ご了承願います。 

 本日はこれで延会します。 

（延会 午後５時29分） 

 

 

 


